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日　時： 平成１５年１１月１３日(木)
午前９時３０分～

場　所： 石巻ルネッサンス館
１階　マルチ交流ホール

１　開　　会

２　会長あいさつ

３　会議録署名委員の指名

４　議　　事

　(1) 報告事項

　報告第 30 号 石巻地域合併協議会第２小委員会について

　報告第 31 号 新市の名称応募状況について

　報告第 32 号 合併準備補助金に係る要望活動について

　(2) 協議事項

　協議第13号の２ 財産の取扱い（協定項目５）について

　協議第18号の１ 介護保険事業の取扱い（協定項目２１）について

　協議第19号の１ 行政区の取扱い（協定項目２３）について

　協議第20号の１ 生活保護事業の取扱い（協定項目25-15）について

　協議第21号の１ 新市まちづくり計画中間案について

　(3) 提案事項

　協議第 22 号 消防防災関係事業の取扱い（協定項目25-6）について

　協議第 23 号 障害者福祉事業の取扱い（協定項目25-11）について

　協議第 24 号 下水道事業の取扱い（協定項目25-25）について

　(4) その他

・石巻地域合併協議会住民懇談会開催要領（案）及び日程について

・第７回　石巻地域合併協議会の日程について

５　そ の 他

６　閉　　会

第６回 石巻地域合併協議会 次第



 

報告第３０号 

 

石巻地域合併協議会第２小委員会について 

 

 石巻地域合併協議会第２小委員会（第４回）の開催結果について，別紙の

とおり報告する。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－１－ 



 

平成１５年１０月２７日 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫  殿 

 

石巻地域合併協議会第２小委員会 

委員長 武 者 賢 三 

 

石巻地域合併協議会第２小委員会（第４回）の報告について 

 

 石巻地域合併協議会小委員会設置規程第６条の規定に基づき，別紙のと

おりご報告いたします。 

 

－２－ 



第４回石巻地域合併協議会第２小委員会 概要報告書 
 

開催日時 平成１５年１０月２４日（金） 午前１１時０５分から 
開催場所 石巻ルネッサンス館 １階 マルチ交流ホール 
出席委員 ２０名 
 

項 目 
１ 会議録署名委員の指名について 

次のとおり指名した。 
○藤本忠夫（雄勝町２号委員） 

 ○武山松義（北上町４号委員） 
２ 協議事項 

（１）議会の議員の定数及び任期の取扱いについて 

・前回の会議において，「保留」または欠席していた委員（合計３名）の意見を聞

いた。 
     その結果，「原則」を支持する委員が２名，「保留」とする委員が１名だった。 
   ・すべての意見を尊重するうえでも，保留とする委員の意見が出揃った段階で協議 

すべきとの意見があり，次回への継続協議となる。  
   ・次回は，各々の意見に対する理由づけを含め，国の財政面（交付金等）を調査し 

たものを参考に協議を行う。 
  
（２）次回開催日程について 
  ○開催日 平成１５年１１月１３日（木）協議会終了後 
 ○場 所 石巻ルネッサンス館 １階 マルチ交流ホール 
 
  次回は，議会関係の協議が終了した後，農業委員会関係の協議を行う旨の説明を事務

局から受ける。併せて，第６回の小委員会の日程について，以下のとおり報告があっ

た。 
   
 ○開催日 平成１５年１１月２７日（木）午後１時～ 
 ○場 所 石巻ルネッサンス館 １階 マルチ交流ホール 
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報告第３１号 

 

新市の名称応募状況について 

 

 新市の名称応募状況について，別紙のとおり報告する。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

－４－ 



新 市 の 名 称 応 募 状 況 

 
１．応募開始から平成１５年１１月６日（木）までの応募総数 
 
      １，７２８件 
 
２．平成１５年１０月３０日（木）までの集計結果 
（１）応募総数 
      １，１８３件 （うち有効応募数 ８８９件） 
             （うち無効応募数 ２９４件） 
 
（２）応募名称種類 
      ３０３種類 
 
（３）応募手段 
   専用応募用紙，はがき，ホームページ等 
 
（４）市町別有効応募者数 

石巻市 ６６５ 件 
河北町 ６０ 件 
雄勝町 ３６ 件 
河南町 ４６ 件 
桃生町 ３１ 件 
北上町 １７ 件 
牡鹿町 １８ 件 
構成市町以外 １６ 件 

計 ８８９ 件 
 
（５）年齢別有効応募者数 

１９歳以下 １１１ 件 
２０歳～２９歳 ７９ 件 
３０歳～３９歳 ７４ 件 
４０歳～４９歳 １２１ 件 
５０歳～５９歳 １６５ 件 
６０歳～６９歳 １６７ 件 
７０歳以上 １７２ 件 

計 ８８９ 件 
 

－５－ 



 

報告第３２号 

 

合併準備補助金に係る要望活動について 

 

 合併準備補助金に係る要望活動について，別紙のとおり報告する。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

－６－ 



国の合併準備補助金に係る要望活動について 

１．要望者（宮城県内の１０合併協議会会長の連名） 
① 柴田町・村田町・大河原町合併協議会 会長 大河原町長 
② 矢本町・鳴瀬町合併協議会 会長 矢本町長 
③ 登米地域合併協議会 会長 石越町長 
④ 気仙沼市・本吉町・唐桑町合併協議会 会長 気仙沼市長 
⑤ 小牛田町・涌谷町・南郷町合併協議会 会長 小牛田町長 
⑥ 栗原地域合併協議会 会長 若柳町長 
⑦ 大崎地方合併協議会 会長 古川市長 
⑧ 亘理町・山元町合併協議会 会長 亘理町長 
⑨ 石巻地域合併協議会 会長 石巻市長 
⑩ 志津川町・歌津町合併協議会 会長 志津川町長 

２．要望先 

宮城県知事，宮城県議会議長，宮城県市長会会長，宮城県町村会会長，総務大臣  

３．要望内容 

（別紙要望書のとおり） 

４．要望日程 

(1) 宮城県知事（知事不在のため柿崎副知事へ要請） 
１１月６日（木）午後３時～３時１５分（県庁） 

［出席者］各協議会会長又は副会長 
(2) 宮城県議会議長 

１１月６日（木）午後２時４０分～２時５５分（県議会） 
［出席者］各協議会会長又は副会長 

(3) 宮城県町村会会長 

１１月６日（木）午後０時３０分～（県町村会会長室） 

［出席者］各協議会会長又は副会長 
(4) 宮城県市長会会長（会長不在のため事務局へ要請） 

１１月６日（木）午後２時５０分～（県庁） 

［出席者］石巻地域合併協議会会長 
(5) 総務大臣（総務省自治行政局合併推進課長へ要請） 

１１月１０日（月） （総務省） 

［出席者］登米地域合併協議会会長 

５．当協議会からの出席者 

・会 長 石巻市長 
・副会長 河北町長 

－７－ 
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宮戎黒知事
浅野 史那 旅

要  望 窒
日

合併準備補助金の交付について

宮城県市長会

1 宮 城県 町村会

-  1 1  -



合併準備補助金の交付について

先般,国 より,市 町村合併推進体制整備費補助金のうち 「合併準

備補助金」について,平成15年度の交付対象を平成16年 12月 31

日までに合併目標期日を定めている市町村で,か つ,平 成 15年 9

限定する旨の通知がなされました。

これに伴い,市 町村合併特例法の施行期限である平成 17年 3月

を合併期日としている市町村などでは,平 成 15年度に予定してい

た当該補助金の交付が受けられ或 合併準備作業に支障をきたすば

かりか,国 の財政支援措置全般に対する不信感を招き,合併協議そ

のものにも重大な影響を与えかねない状況となっております。

つきましては,県 といたしましても,国 に対して,今 回対象外と

された市町村に対する追加交付の早期実現について,強 く要請して

いただきますようフ特段の割 慮をお願いいたします。

平成 15年 11月 6日

宮城県市長会長

仙 台 市 長

宮城県町村会長

鹿島台町長 鹿 野 文 永

黎井藤

月 30日 時点1              を 公表しているものに
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協議第１３号の２ 

 

財産の取扱い（協定項目５）について 

 

 財産の取扱いについて，協議を求める。 

 

 

平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項 目 財産の取扱い（協定項目５） 

調整方針 

 

１市６町の保有する財産及び債権債務は，すべて新市に引き継

ぐものとする。 

 

 

平成１５年１０月 ９日（確認・継続協議） 

平成１５年１０月２４日（確認・継続協議） 

平成  年  月  日（確認・継続協議） 

 

 

－１３－ 



協議第１８号の１ 

 

介護保険事業の取扱い(協定項目２１)について 

 

介護保険事業の取扱いについて，協議を求める。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項  目 介護保険事業の取扱い（協定項目２１） 

調整方針 

  介護保険事業の取扱いについては，次のとおりとする。 
１  介護保険料については平成１７年度までは，現行のとおり不均一賦

課とし，第３期介護保険事業計画策定時に合わせて，平成１８年度か

らは，統一する。なお，納期及び減免規定については合併時に統一す

る。 
２  介護保険料の独自減免については，平成１７年度までは実施するも

のとし，平成１８年度以降については，新市において調整する。なお，

利用者負担の独自減免については，新市においては実施しない。 
３  介護保険事業財政調整基金は，合併時に全額持ち寄る。 
４  介護保険運営（審議）協議会については，合併時に統一する。 
５  在宅介護支援センターの運営については，基本的に基幹型は直営と

し，地域型は法人に委託する。また，地域型の数及び委託料について

は，合併時までに調整する。 
６  家族介護用品支給及び家族介護慰労金支給については，合併時に統

一する。 
７  介護保険要介護認定訪問調査（審査）事務については，要介護認定・

要支援認定事務は現行のとおりとし，市内の認定調査は原則として直

営とする。なお，市外施設等の認定調査は原則として委託とし，委託

料については合併時に統一する。 
８  介護認定審査会については，合併時までに調整する。 
９  指定居宅介護支援事業，指定訪問介護事業及び指定通所介護事業に

ついては，新市においては，基本的には直営による事業運営は行わず，

民間事業者の参入促進を図るとともに，地域の実情に応じて直営及び

委託方式を併用する。 
10  介護保険保健福祉事業については，平成１７年度においては，現行

どおり実施し，平成１８年度以降については，次期介護保険事業計画

の中で調整する。 
11  介護保険事業計画については，次期事業計画から統一する。 

 平成１５年１０月２４日 （確認・継続協議） 

 平成  年  月  日 （確認・継続協議） 

－１４－ 



 

協議第１９号の１ 

 

行政区の取扱い（協定項目２３）について 

 

行政区の取扱いについて，協議を求める。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項  目 行政区の取扱い（協定項目２３） 

調整方針 

  

行政区の取扱いについては，次のとおりとする。 

１ 行政区の区域については，現行のまま新市に引継ぐ。

２ 行政区名については，現行のとおりとする。ただし,

 同一の名称を有する行政区については当該名称の前に

旧町名等を付して区分し,また，数字で冠記している行

政区名については合併時までに調整する。  

３ 行政区長・行政連絡区長・行政委員の取扱いについて

は，その職務内容等に相違があることから，当面現行の

ままとし，平成１９年度から制度を統一する。 

 

 

 平成１５年１０月２４日 （確認・継続協議） 

 平成  年  月  日 （確認・継続協議） 

 

－１５― 



協議第２０号の１ 

 

生活保護事業の取扱い（協定項目 25-15）について 

 

生活保護事業の取扱いについて，協議を求める。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項  目 生活保護事業の取扱い（協定項目 25-15） 

調整方針 

 

福祉事務所が実施する事務事業につき，新市においても石巻

市の例により実施する。 

 

 

 平成１５年１０月２４日 （確認・継続協議） 

平成  年  月  日 （確認・継続協議） 
 

－１６－ 



協議第２１号の１  
 

新市まちづくり計画中間案について  
 
 新市まちづくり計画中間案について,協議を求める。  
 
 
   平成１５年１１月１３日提出  
 
                    石巻地域合併協議会  
                    会 長  土 井 喜 美 夫  
 
 
  平成１５年１０月２４日（確認・継続協議）  
  平成  年  月  日（確認・継続協議）  
 
 

－１７－  



協議第２２号 

 

消防防災関係事業の取扱い（協定項目 25-6）について 

 

消防防災関係事業の取扱いについて，次のとおり提案する。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項  目 消防防災関係事業の取扱い（協定項目 25-6） 

調整方針 

消防防災関係事業の取扱いについては，次のとおりとする。 

１ 新市において防災会議を設置するとともに，速やかに地域防

災計画を策定する。なお，計画が策定されるまでの間は，合併す

るそれぞれの市町の現行防災計画を準用する。 

２ 災害発生時においては，本庁に災害対策本部を設置し，現地

に現地災害対策本部を置く。 

３ 防災行政無線は，当面，現行のとおりとし，新市において一

体的な活用を図る。 

４ 自主防災組織及び自主防災組織への育成支援事業について

は，石巻市の例により実施する。 

 

 平成  年  月  日 （確認・継続協議） 

 

 

 

 

 

 

 

－１９－ 



 

2  地域防災計画

 ・一般災害
 　対 策 編

最新改定年月日

・震災対策編

最新改定年月日

・原子力災害
　対  策  編

最新改定年月日

・資料編

最新改定年月日

3  災害対策本部

昭和58年10月1日

平成15年3月31日

策定済 策定済

策定済

平成12年4月1日

平成14年4月1日

策定済

平成14年5月1日

1  防災会議

策定済

策定済

　石巻市防災会議条例
　（昭和38年1月26日）

　委員定数：５０人以内
① 関係地方行政機関の
    職員
② 宮城県知事の内部職
    員
③ 市を管轄する警察署
    の署長又は職員
④ 市の内部職員
⑤ 教育長
⑥ 広域行政事務組合事
    務局長
⑦ 消防長及び消防団長
⑧ 水道企業団事務局長
⑨ 指定する関係公共機
    関又は地方公共機関
    の職員

平成14年4月1日

平成14年4月1日

策定済

平成12年4月1日平成2年3月31日

河南町災害対策
　　　　　　本部条例
（昭和３８年１月１日）

雄勝町災害対策
　　　　　　本部条例
（昭和３９年１月１日）

河北町災害対策
　　　　　　本部条例
(昭和３８年４月１日）

石巻市災害対策
　　　　　　　本部条例
(昭和３８年４月４日）

平成15年3月31日

策定済

策定済

策定済

策定済

平成2年3月31日 平成15年3月31日

一般災害対策編に含む

石　巻　地　域　合　併　協　議　会　

協定項目の番号 協定項目の名称 　　　消防防災関係事業の取扱い25-6

現

調　整　方　針

河　　　北　　　町
項　　　目

　　消防防災関係事業の取扱いについては，次のとおりとする。
１　新市において防災会議を設置するとともに，速やかに地域防災計画を策定する。なお，計画が
　策定されるまでの間は，合併するそれぞれの市町の現行防災計画を準用する。
２　災害発生時においては，本庁に災害対策本部を設置し，現地に現地災害対策本部を置く。
３　防災行政無線は，当面，現行のとおりとし，新市において一体的な活用を図る。
４　自主防災組織及び自主防災組織への育成支援事業については，石巻市の例により実施する。

石　　　巻　　　市

　雄勝町防災会議条例
　（昭和３８年１月１日）

　委員定数：２５人以内
①　関係地方行政機関の
     職員　　　　　　　２人
②　宮城県知事の内部職
     員　　　　　　　　　９人
③　宮城県警察の警察官
　　　　　　　　　　　　　１人
④　町の内部職員　　７人
⑤　教育長
⑥　消防長及び消防団長
⑦　指定する関係公共機
     関又は地方公共機関
     の職員　　　　　　　２人

　河南町防災会議条例
　（昭和３８年１月１日）

　委員定数：２４人
① 関係地方行政機関の
    職員　　　　　　　　２人
② 宮城県知事の内部職
    員　　　　　　　　　 ７人
③ 宮城県警察の警察官
　  　　　　　　　　　　　１人
④ 町の内部職員    ９人
⑤ 教育長
⑥ 消防長及び消防団長
⑦ 指定する関係公共機
    関又は地方公共機関
    の職員　　　　　　２人
　
　

雄　　　勝　　　町 河　　　南　　　町

平成12年4月1日

策定済 策定済

　河北町防災会議条例
　（昭和３８年４月１日）

　委員定数：２４人
①　関係地方行政機関の
     職員       　　    ２人
②　宮城県知事の内部職
     員　　　　　　　　　７人
③　宮城県警察の警察官
　　　　　　　　　　　　　１人
④　町の内部職員　10人
⑤　教育長
⑥　消防団長
⑦　指定する関係公共機
     関又は地方公共機関
     の職員　　　　　　２人
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消防防災分科会

策定済

平成15年3月31日

平成15年3月31日

策定済

平成13年3月31日

桃生町災害対策
　　　　　　本部条例
(昭和３８年３月５日）

平成15年3月31日

　協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

分科会名専門部会名 総務部会

況
調整の具体的内容

桃　　　生　　　町 北　　　上　　　町 牡　　　鹿　　　町

　桃生町防災会議条例
　（昭和３８年４月１日）

　委員定数：２８人
① 関係地方行政機関の
　  職員　　　　　　　　３人
② 宮城県知事の内部職
    員　　　　　　　　　 ７人
③ 宮城県警察の警察官
　　 　　　　　　　　　　 １人
④ 町の内部職員    ９人
⑤ 教育長
⑥ 消防長及び消防団長
⑦ 指定する関係公共機
    関又は地方公共機関
    の職員   　   　　 ５人
　
　

策定済

　災害対策基本法の規定に基づき，新
市において設置する。
　委員構成は，石巻市の例によるものと
し，定数については，60人以内とする。

　新市において速やかに策定する。
　なお，計画が策定されるまでの間は，
合併するそれぞれの市町の現行計画を
準用する。

　北上町防災会議条例
　（昭和３８年１月７日）

　委員定数：３２人
①　関係地方行政機関の
　　 職員　　　　　　　　３人
②　宮城県知事の内部職
     員　　　　　　　　　 ８人
③　宮城県警察の警察官
　　　　　　　　　　　 　　１人
④　町の内部職員　１１人
⑤　教育長
⑥　消防長及び消防団長
⑦　指定する関係公共機
     関又は地方公共機関
     の職員　　　 　　　２人
⑧　その他公共的団体の
     職員　　　　 　　 　４人
　

　

　牡鹿町防災会議条例
　（昭和３７年１２月２８日）

　委員定数：３２人
①　関係地方行政機関の
　　 職員　　　　　　　　２人
②　宮城県知事の内部職
     員                   ９人
③　宮城県警察の警察官
　　　　　　　 　　　　　　１人
④　町の内部職員  １４人
⑤　教育長
⑥　消防長及び消防団長
⑦　指定する関係公共機
     関又は地方公共機関
     の職員　　 　　　　３人
　

策定済

策定済

策定済

策定済

平成12年3月31日

平成13年3月31日

策定済

　本庁に災害対策本部を設置し，現地に
現地災害対策本部を置く。

平成14年3月31日

平成12年3月31日

策定済

平成12年3月31日

牡鹿町災害対策
　　　　　　本部条例

（昭和３７年１２月２８日）

北上町災害対策
　　　　　　本部条例

（昭和３８年３月２５日）

平成13年3月31日

策定済
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石　巻　地　域　合　併　協　議　会　

協定項目の番号 協定項目の名称 　　　消防防災関係事業の取扱い25-6

5  水防計画

7  避難所

6  原子力防災

　地域防災計画資料編の
水防計画による

4  水防協議会

  　石巻市地域防災計画
 の原子力災害対策編に
 よる

　地域防災計画資料編の
水防計画による

   河北町地域防災計画
の原子力災害予防計画
による

　地域防災計画資料編の
水防計画による

該当なし

該当なし　　設置なし
（防災会議において対応）

河北町水防協議会条例
(昭和６１年３月１９日)

河南町水防協議会条例
(昭和６２年９月１１日)

10  自 主 防 災
     組 織 育 成
     支 援 事 業
　　 （補助金）

 　 石巻市地域防災計画
 による

①　町内会又は区を単位
②　補助対象及び補助額
　・　防災資機材購入
　　　１００世帯未満
　　　　　　　　    　１０万円
　　　１００世帯以上
           ４００世帯未満
　　　　　　　　    　１２万円
　　　４００世帯以上
           ７００世帯未満
　　　　　　　　   　 １３万円
　　　７００世帯以上
　　　　　　　　    　１５万円
　・　防災訓練
　 予算の範囲以内で交付

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　７５局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　１６８局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　　　３６８局

8  防災行政無線

9  自主防災組織 町内会又は区単位
              ７６団体

項　　　目
現

石　　　巻　　　市 河　　　北　　　町 雄　　　勝　　　町 河　　　南　　　町

（移動系）
　・基地局　　　１局
　・移動局　　３２局
（固定系）
　・基地局　　　１局
　・固定局　　　７局
　・戸別受信機の
                貸与状況
　　　　３，６００局
　　　　（全戸設置）

   河北町地域防災計画
による

     雄勝町地域防災計画
  による

     河南町地域防災計画
  による

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　１５局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　　３３局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　２，０００局
　　　　　（全戸設置）

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　３６局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　　８１局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　　　　　　７０局

該当なし 該当なし 該当なし

該当なし 該当なし 該当なし

  　 雄勝町地域防災計画
　の原子力災害対策編に
　よる

該当なし
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消防防災分科会

　協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

分科会名専門部会名 総務部会

　新市において速やかに策定する。
　なお，計画が策定されるまでの間は，
合併するそれぞれの市町の現行計画を
準用する。

　地域防災計画の水防計
画による

桃生町水防協議会条例
(昭和６１年３月１２日)

　　設置なし
（防災会議において対応）

桃　　　生　　　町

該当なし 該当なし該当なし

該当なし 該当なし 該当なし

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　１７局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　　３８局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　　　１００局
　　　　　（難聴地域等）

　   桃生町地域防災計画
　の風水害等災害対策編
　原子力災害予防対策に
　よる

     桃生町地域防災計画
  による

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　１２局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　　４３局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　１，２１２局
　（平成１５年度中全戸設置）

     北上町地域防災計画
  による

     牡鹿町地域防災計画
  による

     牡鹿町地域防災計画
  の原子力災害対策編に
  よる

（移動系）
　・　基地局　　　１局
　・　移動局　　１８局
（固定系）
　・　基地局　　　１局
　・　固定局　　１５局
　・　戸別受信機の
　　　　　　　　　貸与状況
　　　　　１，２００局
　　　　　（全戸設置）

該当なし

　水防法の改正により水防協議会の設
置が任意であることから，防災会議で規
定している石巻市及び北上町の例によ
る。

　地域防災計画資料編の
水防計画による

況

該当なし

該当なし

　自主防災組織を運営するうえで必要な
ため，石巻市の例により実施する。

　当面，現行のとおりとし，新市において
一体的な活用を図る。

　新市の防災計画において設置すること
になるが，原則，現行のとおりとする。

　住民の災害に対する互助精神の向上
を図るうえで必要な組織であることから，
新市においても石巻市の例により結成に
努める。

調整の具体的内容
北　　　上　　　町 牡　　　鹿　　　町
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協定項目 25-6 資料 

 

消防防災関係事業の取扱いについて 

 

１ 提案理由 

 

 消防防災関係事業については，地域住民の生命，身体及び財産を災害から保護する

ため，新市における防災体制等について調整する必要があります。 

 

（１）防災会議等 

新市の防災会議は，災害対策基本法に基づきすみやかに設置し，大規模災害時

に対応した地域防災計画（水防計画及び原子力防災等を含む。）を策定するもの

とします。 

なお，計画策定にある程度の時間を要することから，策定されるまでの間につ

いては，合併するそれぞれの市町の現行防災計画を準用し，災害等に対応しよう

とするものです。 

 

（２）災害対策本部等 

災害発生時には，本庁に災害対策本部を設置し，現地については，早急な情報

収集及び対策を講じるために，現地災害対策本部を設置するとするものです。 

 

（３）防災行政無線 

現行の防災行政無線は，１市６町で機種が異なります。財政面を考慮した場合，

早急な統一化は困難と思われるため，当面，現行のとおり新市に引き継ぎ，一体

的な活用を図ることとするものです。 

 

（４）自主防災組織等 

現在，自主防災組織を結成しているのは，石巻市だけでありますが，住民の防

災意識及び互助精神の向上を図るため，新市においても引き続き結成に努めるも

のとし，育成支援事業（補助金）についても現行の石巻市の例により実施するも

のです。 
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２ 消防防災関係事業の取扱いに関する法令（抜粋） 

 

○災害対策基本法（昭和 36 年 11 月 15 日法律第 223 号） 

（市町村の責務）  

第 5 条  市町村は，基礎的な地方公共団体として，当該市町村の地域並びに当該市町村の

住民の生命，身体及び財産を災害から保護するため，関係機関及び他の地方公共団体の協

力を得て，当該市町村の地域に係る防災に関する計画を作成し，及び法令に基づきこれを

実施する責務を有する。  

2～3 省略  

（市町村防災会議）  

第 16 条  市町村に，当該市町村の地域に係る地域防災計画の作成及びその実施の推進のた

め，市町村防災会議を置く。  

2  前項に規定するもののほか，市町村は，協議により規約を定め，共同して市町村防災会

議を設置することができる。  

3  市町村は，前項の規定により市町村防災会議を共同して設置したときその他市町村防災

会議を設置することが不適当又は困難であるときは，第 1項の規定にかかわらず，市町村

防災会議を設置しないことができる。  

4  市町村は，前項の規定により市町村防災会議を設置しないこととするとき（第 2項の規

定により市町村防災会議を共同して設置したときを除く。）は，都道府県知事に協議しな

ければならない。  

5  都道府県知事は，前項の規定による協議に際しては，当該都道府県防災会議の意見を聴

かなければならない。  

6  市町村防災会議の組織及び所掌事務は，都道府県防災会議の組織及び所掌事務の例に準

じて，当該市町村の条例（第 2項の規定により設置された市町村防災会議にあっては，規

約）で定める。  

（関係行政機関等に対する協力要求）  

第 21 条  都道府県防災会議及び市町村防災会議（地方防災会議の協議会を含む。以下次条

において「地方防災会議等」という。）は，その所掌事務を遂行するため必要があると認

めるときは，関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長，地方公共団体の長その他の執

行機関，指定公共機関及び指定地方公共機関並びにその他の関係者に対し，資料又は情報

の提供，意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。  

（市町村地域防災計画）  

第 42 条  市町村防災会議（市町村防災会議を設置しない市町村にあっては，当該市町村の

市町村長。以下この条において同じ。）は，防災基本計画に基づき，当該市町村の地域に

係る市町村地域防災計画を作成し，及び毎年市町村地域防災計画に検討を加え，必要があ

ると認めるときは，これを修正しなければならない。この場合において，当該市町村地域

防災計画は，防災業務計画又は当該市町村を包括する都道府県の都道府県地域防災計画に

抵触するものであってはならない。  

2  市町村地域防災計画は，次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

（1）当該市町村の地域に係る防災に関し，当該市町村及び当該市町村の区域内の公共的団

体その他防災上重要な施設の管理者の処理すべき事務又は業務の大綱  

（2）当該市町村の地域に係る防災施設の新設又は改良，防災のための調査研究，教育及び
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訓練その他の災害予防，情報の収集及び伝達，災害に関する予報又は警報の発令及び伝達，

避難，消火，水防，救難，救助，衛生その他の災害応急対策並びに災害復旧に関する事項

別の計画  

（3）当該市町村の地域に係る災害に関する前号に掲げる措置に要する労務，施設，設備，

物資，資金等の整備，備蓄，調達，配分，輸送，通信等に関する計画  

（4）前各号に掲げるもののほか，当該市町村の地域に係る防災に関し市町村防災会議が必

要と認める事項  

3  市町村防災会議は，第 1項の規定により市町村地域防災計画を作成し，又は修正しよう

とするときは，あらかじめ，都道府県知事に協議しなければならない。この場合において，

都道府県知事は，都道府県防災会議の意見をきかなければならない。  

4  市町村防災会議は，第 1項の規定により市町村地域防災計画を作成し，又は修正したと

きは，その要旨を公表しなければならない。  

5  第 21 条の規定は，市町村長が第 1項の規定により市町村地域防災計画を作成し，又は

修正する場合について準用する。  

 

○水防法（昭和 24 年 6 月 4 日法律第 193 号） 

（指定水防管理団体）  

第 4 条 都道府県知事は，水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定するこ

とができる。  

（水防の機関）  

第 5 条  水防管理団体は，水防事務を処理するため，水防団を置くことができる。  

2  前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は，その

区域内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合におい

ては，水防団を置かなければならない。  

3  水防団及び消防機関は，水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。  

（水防計画）  

第 25 条  指定管理団体の水防管理者は，水防協議会を置く指定管理団体にあっては当該水

防協議会，水防協議会を置かず，かつ，災害対策基本法第 16 条第 1項に規定する市町村

防災会議を置く市町村である指定管理団体にあっては当該市町村防災会議にはかって，

都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め，都道府県知事に協議しなければならない。 

（水防協議会）  

第 26 条  指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため，指

定管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし，水防事務組合及び水害予防組合

については，これらに水防協議会を置くものとする。  

2  指定管理団体の水防協議会は，水防に関し関係機関に対して意見を述べることができ

る。  

3  指定管理団体の水防協議会は，会長 1人及び委員 25 人以内で組織する。  

4  会長は，指定管理団体の水防管理者をもって充てる。委員は，関係行政機関の職員並び

に水防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防

管理者が命じ，又は委嘱する。  

5  前各項に定めるものの外，指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は，市町村又は

水防事務組合にあっては条例で，水害予防組合にあっては組合会の議決で定める。  
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３ 先進事例 

 

【香川県東かがわ市（平成 15 年 4 月 1 日合併）】 

地域防災計画については，新市において速やかに策定する。 

 

【香川県さぬき市（平成 14 年 4 月 1 日合併）】 

（1）防災会議については，合併時に新たに設置し，新市において地域防災計画を策定する。 

（2）水防協議会については，合併時に新たに設置し，新市において水防計画を策定する。 

 

【兵庫県篠山市（平成 11 年 4 月 1 日合併）】 

（1）防災会議については，合併時に新たに設置し新市において地域防災計画を作成する。 

（2）水防協議会については，合併時に新たに設置し新市において水防計画を作成する。 

（3）災害発生時の応急対策については，合併時に調整する。 

 

【岡山県邑久郡合併協議会】 

（1）防災会議及び水防協議会については，合併時に新たに設置し，新市において地域防災計画

及び水防計画を策定する。 

（2）防災行政無線の同報無線は，新市において調整する。また，移動無線は合併時に統一する。

（3）その他の防災関係事業は，新市において調整する。 

 

【広島県庄原市，比婆郡４町，総領町合併協議会】 

(1) 新市において防災会議を設置するとともに，すみやかに地域防災計画を策定する。 

(2) 災害発生時においては，本所に災害対策本部を設置し，支所に現地対策本部を置くものとす

る。 

(3) 新市に水防協議会を設置するとともに，すみやかに水防計画を策定する。 

(4）１市５町に共通する応援協定は，新市に引継ぎ，一部の市町のみの応援協定は，新市に引継

ぐ方向で調整する。 

(5）防災行政無線，オフトーク通信については，当面，現行のとおりとし，新市において一体的

な活用を図る。 

 



協議第２３号 

 

障害者福祉事業の取扱い (協定項目 25-11 ) について 

 

障害者福祉事業の取扱いについて，次のとおり提案する。 

 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項 目 障害者福祉事業の取扱い（協定項目 25-11 ） 

調整方針 

障害者福祉事業については，国等の制度に基づいて実施している

事業は引き続き推進するものとし，個別調整方針については，次の

とおりとする。 

1. 障害者基本計画については，新市において新たに計画を策定す

る。 

2. 障害者団体については，合併後，速やかに統合できるよう調整

に努める。 

3. 重度身体障害者居宅整備事業については，国の助成基準を基本

に合併時に統一する。 

4. 障害者スポーツ大会については，新市において大会を一本化す

ることとし，新市において調整する。 

5. 在宅障害者社会活動等支援事業については，新市においても石

巻市の例により継続して実施する。なお，視覚障害者介添人派遣

事業については，支援費で実施することで調整する。また，声の

市報の実施方法については，合併時までに調整する。 

6. 福祉タクシー(障害者)利用助成事業及び自動車燃料費給付事

業については，新市において，タクシー券と燃料券の選択ができ

る制度に統一することとし，対象者及び助成内容については，合

併時までに調整する。 

7. 障害者小規模作業所，精神障害者小規模作業所及び障害児拠点

療育事業については，新市においても継続して実施する。 

 

 

 平成  年  月  日（確認・継続協議） 

 

 

 

－２９－ 



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　巻　地　域　合　併　協　議　会

(5)障害者スポーツ大
会に関すること

協定項目の番号

調 整 方 針

  　障害者福祉事業については，国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進するも
　のとし，個別調整方針については，次のとおりとする。

1.　障害者基本計画については，新市において新たに計画を策定する。
2.　障害者団体については，合併後，速やかに統合できるよう調整に努める。
3.　重度身体障害者居宅整備事業については，国の助成基準を基本に合併時に統一する。
4.　障害者スポーツ大会については，新市において大会を一本化することとし，新市において調整
　する。
5.　在宅障害者社会活動等支援事業については，新市においても石巻市の例により継続して実施
　する。
　　なお，視覚障害者介添人派遣事業については，支援費で実施することで調整する。また，声の
　市報の実施方法については，合併時までに調整する。

25-11 協定項目の名称

桃生牡鹿地方身障スポー
ツ大会に参加(事務局は社
会福祉協議会）

石巻市身体障害者福祉
協会が主催
運営の援助及び賞品代
の支出，市庁用バスの
貸与等を行っている。

桃生牡鹿地方身障ス
ポーツ大会に参加(事
務局は社会福祉協議
会）

桃生牡鹿地方身障ス
ポーツ大会に参加(事
務局は社会福祉協議
会）

0件 3件

上限額 200,000円 500,000円
（工事費用の9割相当

額）

200,000円 500,000円
（工事費用の8割相当額）

同左
【対象者】
下肢体幹又は乳幼児以
前の非進行性脳病変に
よる運動機能障害を有
する身体障害者（1～3
級）

同左
【対象者】
身体障害者手帳1・2級
療育手帳　Ａ・B

(4)重度身
体障害者居
宅整備事業
に関するこ
と

事業概
要

重度身体障害者等が居
住する住宅の居室内の
段差解消などバリアフ
リーに要する改修費を
助成
【対象者】
下肢体幹又は乳幼児以
前の非進行性脳病変に
よる運動機能障害を有
する身体障害者（1～3
級）

同左
【対象者】
肢体不自由　1・2級
療育手帳　Ａ

H14年度
実績

4件 0件

障害者団体への指導育
成（側面支援）

特になし 特になし 特になし

なし 平成15年度　90,000円 なし なし

団体 社会福祉協議会 団体 団体

各種身体障害者等の大
会へ参加等

1,000円 1,000円

会員 約200名 366名 　　　100名 551名

補助金 平成15年度　50,000円 平成15年度130,000円 なし 平成15年度151,000円

(2) 身体障
害者福祉協
会に関する
こと

協会名 石巻市身体障害者福祉
協会

事務局 団体

500円

活動内容 各種身体障害者等の大
会へ参加，家族慰安旅
行，各種講演会等の開
催

項　目

会費

(3)市・町手
をつなぐ親
の会に関す
ること

事務局

補助金

事務内容

700円

各種身体障害者等の大
会へ参加等

各種身体障害者等の大会
へ参加等

石　　　巻　　　市 河　　　南　　　町

河南町身体障害者福祉協
会

河北町身体障害者福祉
協会

雄勝町身体障害者福祉
協会

社会福祉協議会 社会福祉協議会 社会福祉協議会

障害者福祉事業の取扱いについて

河　　　北　　　町 雄　　　勝　　　町

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(1)障害者基本計画に
関すること

宮城県において「石巻
圏域障害者広域計画
ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞﾌﾟﾗﾝ」を策定
(平成12年度～平成17
年度）

同左 同左石巻市単独の計画を策
定(平成11年度～平成
20年度）
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分 科 会 名

 
   新市において，新たに計画を策定する。

   新市において大会を一本化することとし，新市
において調整する。

桃生牡鹿地方身障ス
ポーツ大会に参加(事
務局は社会福祉協議
会）

桃生牡鹿地方身障ス
ポーツ大会に参加(事
務局は社会福祉協議
会）

桃生牡鹿地方身障ス
ポーツ大会に参加(事
務局は社会福祉協議
会）
町の庁用バスの貸与等
を行っている。

0件 2件

同左
【対象者】
重度身体障害者，要援
護高齢者

   国の助成基準を基本に合併時に統一する。

350,000円
（工事費用の9割相当

額）

200,000円（50,000円以
上で且つ工事費用の9

割相当額）

500,000円
（工事費用の8割相当

額）

同左
【対象者】
重度身体障害者，介護
保険の要介護認定で自
立と認定された６５歳以
上の者等

※　高齢者のバリアフ
リー改修助成も兼ねて
いる

同左
【対象者】
身体障害者手帳1・2級
療育手帳　Ａ・B

   合併後，速やかに統合できるよう調整に努め
る。

なし なし なし

特になし 特になし 特になし

各種身体障害者等の大
会へ参加等

各種身体障害者等の大
会へ参加等

社会福祉協議会 団体 団体

1,000円1,000円

平成15年度　47,000円

1,000円

124名 135名 109名

社会福祉協議会 社会福祉協議会 社会福祉協議会

平成15年度135,000円 平成15年度　50,000円

協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

桃生町身体障害者福祉
協会

北上町身体障害者福祉
協会

牡鹿町身体障害者福祉
協会

牡　　　鹿　　　町北　　　上　　　町

専門部会名

同左 同左 同左

0件

各種身体障害者等の大
会へ参加等

桃　　　生　　　町

   合併後，速やかに統合できるよう調整に努め
る。

6.　福祉タクシー(障害者）利用助成事業及び自動車燃料費給付事業については，新市において，タクシー券と
　燃料券の選択ができる制度に統一することとし，対象者及び助成内容については，合併時までに調整する。
7.　障害者小規模作業所，精神障害者小規模作業所及び障害児拠点療育事業については，新市においても継
　続して実施する。

　　　　　　　　　　況
調整の具体的内容

高齢者・障害者福祉分科会保健福祉部会
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石　巻　地　域　合　併　協　議　会

25-11 協定項目の名称

(6)在宅障
害者社会
活動等支
援事業に
関すること

①手話通訳者設置事業
1名配置：相談業務や手話講座等の開催

②視覚障害者介添人派遣事業
重度の視覚障害者で，外出等社会生活を営む上で介添をする者
がいない等の支障がある場合に介添人を派遣
【対象者】　視覚障害者1級，2級
【介添人の登録】
心身ともに健全で視覚障害者の福祉に関し，理解と熱意のある者
を介添人として登録
【派遣時間】　午前9時から午後5時
【運営委託】　石巻市社会福祉協議会へ委託
【介添手当】
2時間まで1,000円，1時間超過　500円加算（交通費は障害者負
担）
※支援事業者ではないため，単独事業として実施

③「声の市報」配布事業
重度の視覚障害者に対し，毎月の市報内容を音声としてテープ
に録音，配布（FM石巻に委託）
【対象者】　　視覚障害者で，身体障害者手帳1級及び2級所持者
【給付及び貸与用具】
視覚障害者用カセットテープレコーダー（給付）
録音「声の市報」テープ（貸与）

④身体障害者自動車運転免許取得事業
自動車運転免許取得助成金：限度額一人  100,000円（見込人数
3人）

⑤身体障害者自動車改造費事業
重度身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合，その自
動車改造に要する経費を助成
【対象者】
手帳所持の重度の下肢又は体幹機能障害で，就労等に伴い自
らが所有するもので，自動車の走行装置及び駆動装置を改造す
る必要があるもの（所得制限有）
【助成額】　１件あたり　10万円を限度(見込人数　3人）

⑥ＩＴ講習事業
情報技術講習を実施（平成14年度参加者16名）

該当なし 該当なし

協定項目の番号 障害者福祉事業の取扱いについて

項　目
　　　　　 現 　

石　　　巻　　　市 河　北　町 雄　勝　町
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協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

①該当なし
②該当なし
③「声の町報」配布
事業
重度の視覚障害者
に対し，毎月の市
報内容を音声とし
てテープに録音，
配布（グループ「ま
いまい」が声の広
報を行っている）
④該当なし
⑤該当なし
⑥該当なし

専門部会名

該当なし

河　南　町 桃　生　町 北　上　町

該当なし    新市においても石巻市の例により
継続して実施する。なお，視覚障害
者介添人派遣事業については，支援
費で実施することで調整する。また，
声の市報の実施方法については，合
併時までに調整する。

調整の具体的内容
牡　鹿　町

①該当なし
②該当なし
③「声の町報」配布
事業
重度の視覚障害者
に対し，毎月の市
報内容を音声として
テープに録音，配
布（朗読ボランティ
ア「Ｇ・ミンキー」が
自主的に｣実施して
いる）
④該当なし
⑤該当なし
⑥該当なし

高齢者・障害者福祉分科会分 科 会 名保健福祉部会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　況
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石　巻　地　域　合　併　協　議　会

(7)福祉タ
クシー(障
害者）利用
助成事業
に関するこ

と

タクシ－利用料金の一
部助成（自動車燃料費
との選択）

概要

交付者数
(Ｈ14年度)
(交付者／
対象
者％）

902人　(43.6％）
身障1級530人　2級276
人　3・4級49人　知的
A47人

交付枚数　40，332枚
利用枚数　30，878枚
利用率　76．6％
平成14年度実績
18,526,780円

利用率

2,070人
身体障害者１～2級，3・
4級は在宅酸素療法者
又は車いす常用者，療
育手帳A所持者（重度
身障者医療費助成で定
める所得制限と同額の
所得制限あり）
身体障害者　1級1,131
人　2級588人　3・4級60
人　知的障害者　A291
人

54人(24.5％）
身障1級25人・2級9人 3
級16人 知的Ａ3人　Ｂ1
人

助成内容
小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

タクシ－利用料金の一
部助成

409人
身体障害者1～3級、精
神障害者1・2級、療育
手帳Ａ・Ｂで河北町内在
住者
身体障害者　1級145人
2級93人　3級93人   知
的障害者　A37人 B30
人　 精神障害者　1級
5人　2級　6人

220名
身体障害者1～3級、療
育手帳Ａ・Ｂ
身体障害者1級75人　2
級47人　3級50人  知的
障害者　A31人　B17人

助成対象
者数

タクシ－利用料金の一
部助成（自動車燃料費
との選択）

534人
身体障害者1～3級、精
神障害者1・2級、療育
手帳Ａ・Ｂ
身体障害者1級167人
2級128人　3級127人
知的障害者　A52人
B36人　精神障害者　1
級11人　2級13人

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚(人
工透析通院者は月8枚）

概　　要

月2,000円(現金給付－
振込）

交付枚数　4,828枚
利用枚数　3,560枚
利用率　73.7％
平成14年度実績
2,124,060円

交付枚数　　2,400枚
利用枚数　　1.259枚
利用率　52.4％
平成14年度実績
753,690円

石　　　巻　　　市 河　　　北　　　町 雄　　　勝　　　町 河　　　南　　　町

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

障害者福祉事業の取扱いについて協定項目の番号 25-11

自動車燃料費の一部助
成（タクシ－利用料金と
の選択）

自動車燃料費の一部助
成（タクシ－利用料金と
の選択）

項　目

タクシ－利用料金の一
部助成（自動車燃料費
との選択）

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

94人(23.0％）
身障1級31人　2級29人
3級20人　知的A5人
B6人　精神1級0人　2級
3人

協定項目の名称

(8)自動車
燃料費給
付事業に
関すること

交付枚数　　11,164枚
利用枚数　　5,604枚
利用率50.2％
平成14年度実績
3,347,740円

228人（42.6％）
身障1級87人　2級61人
3級57人　知的A8人
B8人　精神1級4人　2級
3人

該当なし 自動車燃料費の一部助
成（タクシ－利用料金と
の選択）

534人(福祉タクシー対
象者と同様）

助成内容
本人運転月2,000円，家
族運転月1,000円(燃料
券で交付）

月2,000円(現金給付－
振込）

助成対象
者

2,070人(福祉タクシー
対象者と同様）

409人(福祉タクシー対
象者と同様）

579人（27.9％）
1級本人166人家族160
人　2級本人66人　家族
88人　3・4級本人10人
家族12人　知的A78人

115人（28.1％）

利用率
交付枚数　6,639枚
利用枚数　6,146枚　利
用率　92.6％
平成14年度実績
9,663,000円

平成14年度実績
2,536,000円

交付者数
(Ｈ14年度)
(交付者／
対象
者％）

平成14年度実績
3,364,000円

179人（33.5％）
1級73人　2級42人　3級
40人　知的A　9人　B　8
名　精神1級3名　2級4
名
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タクシ－利用料金の一
部助成

タクシ－利用料金の一
部助成

189人
身体障害者１～2級，療
育手帳A・B，精神障害
者手帳1・2級
身体障害者　1・2級136
人　知的障害者　A・
B38人
精神障害者　1・2級　15
名

190人
身体障害者１～3級　97
人，療育手帳A・B　30
人，精神障害者手帳　1
人，精神を事由とする
障害者年金を受給する
もの，精神に伴う通院医
療費の助成を受けてい
る者62人

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

小型タクシー初乗り料
金相当額助成月4枚

   新市において，タクシー券と燃料券の選択
ができる制度に統一することとし，対象者及
び助成内容については，合併時までに調整
する。

20人（10.5％）
1級9人　2級2人　3級8
人，精神3級1人

47人（24.2％）
身障1級21人　2級3人
3級　15人　知的A　3人
精神2級　3人　3級2人

タクシ－利用料金の一
部助成（自動車燃料費
との選択）

194人
身体障害者1～4級（4
級は、車椅子常時利用
者か在宅酸素療法実施
者に限る）療育手帳Ａ・
Ｂ所持者，精神障害者
手帳
身体障害者　1級73人
2級33人　3級42人　知
的障害者　A　35人　精
神障害者　1級　4人　2
級　2人　3級　5人

194人(福祉タクシー対
象者と同様）

39人（20.1％）
1級17人　2級11人　3・4
級11人　知的A　2人
精神1級1名　3級2名

交付枚数　490枚
利用枚数　474枚　利用
率　96.7％
平成14年度実績
948,000円

自動車燃料費の一部助
成（タクシ－利用料金と
の選択）

該当なし

月2,000円(燃料券で交
付）

交付枚数　840枚
利用枚数　333枚
利用率　39.6％
平成14年度実績
199,800円

交付枚数　2,148枚
利用枚数　1,512枚
利用率　70.4％
平成14年度実績
907,470円

調整の具体的内容
牡　　　鹿　　　町桃　　　生　　　町 北　　　上　　　町

　　　　　　　　　　　況

協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

専門部会名 保健福祉部会

交付枚数　5,136枚
利用枚数　1,960枚
利用率　38.20％
平成14年度実績
1,161,660円

107人(56.6％）
身障74人　　知的27人
精神6人

該当なし

高齢者・障害者福祉分科会分 科 会 名
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　石　巻　地　域　合　併　協　議　会

25-11

(11)障害児
拠点療育事
業に関する
こと

心身に障害を有する児童及びその養
育者に対して，心身障害児通園施設
「かもめ学園」を拠点として，各種療育
教室を開催,障害児の早期療育を行
い，将来の自立の基礎とする。
　
【内容】
　１．言葉の教室
　２．機能訓練教室
　３．音楽療法教室
　４．乗馬療法教室
　５．療育講演会

該当なし 該当なし

(10)精神障
害者小規模
作業所に関
すること

名称：小規模作業所「石巻悠々の里
コスモス」
定員２０名　通所者１８名
運営主体：石巻市精神障害者家族会
（さくら会）
支援内容：
・運営費補助（平成15年度予算
4,500,000円）
・通所者の交通費助成（公共交通機
関を利用した際の費用の１／２を助
成）
・コスモスまつりを開催する際の実行
委員会事務局として側面から開催の
支援
・指導員との打ち合わせ会
・レクリエーション・生活・就労等の相
談会の実施
・運営委員会への参加等

該当なし 該当なし

(9) 障害者
小規模作業
所に関する
こと

名称　石巻市福祉作業所.みどり園
入所定員30名（利用実人員　30人）
対象　15歳以上の在宅知的障害者
授産科目　電気部品組み立て，ごみ
袋製造
管理運営　石巻市社会福祉協議会に
委託
職員配置　園長1名，指導員3名，嘱
託医1名
みどり園管理費
予　算　額　24,893,000円
県　補　助　2,700,000円

名称　河北町福祉作業所かしわ
ホーム
入所定員　10名
対象　15歳以上の心身障害者
授産科目　ウエス加工，銅線販
売
管理運営　河北町社会福祉協
議会に委託
職員配置　所長1名，事務長１
名，指導員2名
かしわホーム管理費
予　算　額　8,535,000円
県　補　助　1,890,000円
利用実人員　9人

名称　雄勝町はまなす作業所
入所定員　20名
対象　15歳以上の心身障害者
授産科目　ホタテの耳吊り作業・
稚貝キ－ホルダ－製造等
管理主体　雄勝町手をつなぐ親
の会並びにちどり会
職員配置  所長1名，指導員1名
雄勝町はまなす作業所
予　算　額　3,175,000円
県　補　助　1,296,000円
利用実人員　12人

石　　　巻　　　市 河　　　北　　　町 雄　　　勝　　　町

協定項目の番号

項　目
　　　　　        現　　　　　　　　　　　　

協定項目の名称 障害者福祉事業の取扱いについて
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協　議　事　項　調　整　内　容　総　括　表

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし
   新市においても継続して実施
する。

   新市においても継続して実施
する。

該当なし該当なし

   新市においても継続して実施
する。

該当なし 該当なし

該当なし 名称　桃生町障害者通
所作業者所
入所定員　１２名
対　　象　1８歳以上の身
体・知的・その他の障害
管理運営　通所作業所
運営委員会
職員配置　指導員２名、
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

予　算　額　4,363,000円
県　補　助　1,890,000円
利用実人員　10人

該当なし 本町には小規模作業所
はないが知的障害者授
産施設（分場）におい
て、現在、知的障害者８
名、精神障害者２名の
方が、パンつくり・塩つく
りを行なっている。

調整の具体的内容
河　　　南　　　町 桃　　　生　　　町 北　　　上　　　町 牡　　　鹿　　　町

　　　　　　　　　　　　　　　　　況

高齢者・障害者福祉分科会専門部会名 保健福祉部会 分 科 会 名

- 37 -



協定項目 25-11 資料 

障害者福祉事業の取扱いについて 

 

１．提案の理由 

平成１５年４月から障害者福祉の一部のサービスが市町で決定する「措置制度」から利用者の自

己決定を尊重した「支援費制度」へと変更となり，国の制度に準じたサービスを提供しています。 

支援費制度以外のサービスや各種手当，利用助成制度については，国等の制度に基づいて実

施している事業のほか，各市町の独自の制度もあり，障害者の社会参加にかかる事業においても

相違があります。 

新市においても障害者が自分の住み慣れた地域で可能なかぎり自立した生活を営むことができ，

また，積極的に社会参加できるまちづくりが必要と思われます。 

このため，国等の制度に基づく事業については継続して実施することとし，社会参加にかかる事

業及び独自制度については，従来の実績を踏まえながら，域内全体の均衡が保たれるよう再編や

統合を図ることを調整方針とします。 

 

２．留意点（合併協議会の運営の手引きより抜粋） 

障害者福祉事業については，国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進し，障

害者の社会参加にかかる事業等は統合又は再編し充実に努めることが適当である。 

独自制度の内容に差異があるものは高い水準に統一することが多い。一の団体で行っている事

業については，従来の実績を尊重し，域内全体の均衡が保たれ，制度の趣旨・目的が効果的に機

能するように調整することが適当である。 

 

３．１市６町の障害者数                              （h15.3 末） 

  石巻市 河北町 雄勝町 河南町 桃生町 北上町 牡鹿町 計 

1 級 1,108 135 75 167 87 42 73 1,687

2 級 581 107 47 128 68 27 33 991

3 級 661 85 50 127 54 25 42 1,044

4 級 597 84 44 144 65 38 38 1,010

5 級 261 54 26 76 26 15 18 476

6 級 142 38 22 51 16 8 13 290

身計 3,350 503 264 693 316 155 217 5,498

療 A 291 37 31 51 33 18 38 499

療 B 248 30 17 35 29 8 31 398

療計 539 67 48 86 62 26 69 897

精 1 級 63 5 4 11 13 4 100

精 2 級 62 6 4 13 6 2 93

精 3 級 19 2 6 1 5 33

精計 144 13 8 24 25 1 11 226
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４．支援費制度の対象となったサービス 

 

・居宅生活支援（在宅で利用するサービス） 

身体障害者 知的障害者 障害児 

 身体障害者ホームヘル

プサービス 

 身体障害者デイサービ

ス 

 身体障害者短期入所 

 

 知的障害者ホームヘル

プサービス 

 知的障害者デイサービ

ス 

 知的障害者短期入所 

 知的障害者グループホ

ーム 

 児童ホームヘルプサー

ビス 

 児童デイサービス 

 児童短期入所 

 

 

・施設訓練等支援（施設に入所又は通所して利用するサービス） 

身体障害者 知的障害者 

 身体障害者更生施設 

 身体障害者療護施設 

 身体障害者授産施設 

 

 知的障害者更生施設 

 知的障害者授産施設 

 知的障害者通勤寮 

 心身障害者福祉協会が設置する福祉

施設 

 

５．国等の同一の制度で実施している主な事業 

 

身体障害者 知的障害者 精神障害者 

 更生医療の給付 

 更生訓練費給付 

 特別障害者手当 

 心身障害者扶養共済制度 

 重度身体障害者(児)日常

生活用具給付 

 進行性筋萎縮症者療養等

給付 

 各種減免（税金・有料道路

等） 

 身体障害者補装具の交付

及び修理 

 身体障害者手帳申請交付 

 身体障害者入浴サービス 

 障害児福祉手当 

 知的障害者職親委

託 

 療育手帳事務 

 特別障害者手当 

 心身障害者扶養共

済制度 

 各種減免（税金・有

料道路等） 

 精神障害者通院医療費

公費負担 

 精神障害者保健福祉手

帳事務 

 精神障害者ショートステ

イ 

 精神障害者居宅生活支

援 

 精神障害者地域生活援

助 

 特別障害者手当 

 各種減免（税金・有料道

路等） 
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６．他市先進事例 

 

○ 東かがわ市（Ｈ15.4.1 合併） 

 

国又は県等が定める制度については，その要綱等に準拠しながら調整する。 

国又は県等が定める制度で，各町が独自にその制度の充実を図っている事業については，現行

のとおり新市に引き継ぐことを基本に調整する。 

 

○ さいたま市（Ｈ13.5.1 合併） 

障害者福祉事業については，国等の制度に基づいて実施している事業は引き続き推進するも

のとする。 

障害者の社会参加にかかる事業等は，統合又は再編し充実に努めるものとする。 

 

 

○ 川薩地区法定合併協議会 

障害者福祉事業については，国等の制度に基づき実施している事業は，引き続き推進するとと

もに，障害者の自立と社会参加にかかる事業等は，統合又は再編し充実に努めるものとする。 

個別調整方針案については，次のとおりとする。 

１ 現行のまま新市へ引き継ぐ。 

①障害児育成会補助       ②身体障害者・知的障害者相談 

③成年後見制度利用支援事業 

２ 川内市の例により合併時までに調整し，新市と同時に施行する。 

①障害者保健指導        ②手話奉仕員派遣 

③手話奉仕員養成事業      ④身体障害者自動車運転免許取得費助成 

⑤身体障害者用自動車改造費助成 ⑥点字，声の広報等発行事業 

⑦障害児デイサービス事業    ⑧朗読奉仕員養成事業 

３ 合併時に，新たに制度等を制定する。 

①福祉巡回バス運行事業     ②福祉タクシー助成事業 

４ 新市に移行後，速やかに調整する。 

①障害者団体の育成 

５ 新市に移行後も当分の間現行のとおりとし，随時調整する。 

①身体障害者スポーツ大会    ②心身障害者ふれあいの集い 
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協議第２４号 

 

下水道事業の取扱い (協定項目 25-25) について 

 

下水道事業の取扱いについて，次のとおり提案する。 

 

   平成１５年１１月１３日提出 

 

石巻地域合併協議会 

会 長  土 井 喜 美 夫    

 

項  目 下水道事業の取扱い（協定項目 25-25） 

調整方針 

 

下水道事業の取扱いについては，次のとおりとする。 

１ 下水道に関する事業については，現行のとおり新市に引き

継ぎ，合併後，速やかに事業計画を策定し事業の推進を図る。

２ 下水道使用料については，現行のとおり新市に引き継ぎ，

段階的に調整し，合併後５年以内に統一料金とする。また，

農業集落排水事業に係る使用料については合併後５年以内に

公共下水道との整合性を図る。 

なお，徴収業務については上水道の料金徴収と合わせて行

うよう合併時まで調整する。 

３ 下水道事業受益者負担金（分担金）については，現行のと

おり新市に引き継ぎ，合併後５年以内に算定基準の統一を図

る。また，前納報奨金制度については合併後５年以内に廃止

する。 

  なお，負担金の減免，督促手数料，延滞金については石巻

市の例により合併時に統一する。 

４ 普及促進対策に係る助成制度については，既存の制度等を

再編し，合併時に新たな制度として創設する。 

  なお，各種工事費の補助制度については現行のとおり新市

に引き継ぐ。 

５ 排水設備工事指定店の指定手数料については石巻市，牡鹿

町の例により合併時に統一する。 

 

 平成  年  月  日 （確認・継続協議） 
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  下水道事業の取扱い

該当なし 【河南町流域関連公共
下水道】
認可期間平成12年度
～平成18年度
・汚水
計画面積　 　　395ｈａ
計画人口　　 8,180人
計画汚水量 4,108㎥/日

【雄勝町特定環境保全
公共下水道】
認可期間平成12年度
～平成18年度
・汚水
計画面積　 　　57ｈａ
計画人口　　 2,100人
計画汚水量　 800㎥/日

【河北町単独公共下水
道】
認可期間　平成7年度
～平成15年度
・汚水
計画面積　　 　　49ｈａ
計画人口　　　2,090人
計画汚水量 780㎥/日
・雨水
計画面積　　 　70ｈａ
排水ポンプ場　1箇所

該当なし

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

協定項目番号

項　目

調 整 方 針

河　　北　　町 河　　南　　町雄　　勝　　町

  下水道事業の取り扱いについては，次のとおりとする。
１  　下水道に関する事業については，現行のとおり新市に引き継ぎ，合併後，速やかに事業
　 計画を策定し事業の推進を図る。
２  　下水道使用料については，現行のとおり新市に引き継ぎ，段階的に調整し，合併後５年
   以内に統一料金とする。また，農業集落排水事業に係る使用料については合併後５年以内
　 に公共下水道との整合性を図る。
　　  なお，徴収業務については上水道の料金徴収と合わせて行うように合併時まで調整する。
３ 　 下水道事業受益者負担金（分担金）については，現行のとおり新市に引き継ぎ，合併後５
　年以内に算定基準の統一を図る。また，前納報奨金制度については合併後５年以内に廃止
  する。
　　　なお，負担金の減免，督促手数料，延滞金については石巻市の例により合併時に統一す
   る。

25-25

石　　　巻　　　市

  協定項目の名称

該当なし 該当なし

【石巻市流域関連公共
下水道】
認可期間　平成3年度
～平成20年度
・汚水
計画面積　　 　７７９ｈａ
計画人口　　 42,400人
計画汚水量 23,320㎥/日

・雨水
計画面積　　 　665ｈａ
排水ポンプ場　3箇所

【河北町流域関連公共
下水道】
認可期間　平成8年度
～平成20年度
・汚水
計画面積　　 　116ｈａ
計画人口　　　2,690人
計画汚水量1,309㎥/日

【石巻市東部流域関連
公共下水道】
認可期間　平成8年度
～平成20年度
・汚水
計画面積　　 　912ｈａ
計画人口　　 37,140人
計画汚水量 24,386㎥/日

・雨水
計画面積　　 　716ｈａ
排水ポンプ場　4箇所

                                     石  巻  地  域  合  併  協  議  会          

（2）特定環
境保全公共
下水道事業

１
　
下
水
道
に
関
す
る
こ
と

（１）公共下
水道事業
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該当なし 該当なし

  分科会名

牡　　鹿　　町

【牡鹿町特定環境保全
公共下水道】
認可期間平成8年度
～平成17年度
・汚水
計画面積　 　　63ｈａ
計画人口　　 2,400人
計画汚水量　1,400㎥/日

  建設部会

  現行のとおり新市に引き継ぎ，合併後，
速やかに事業計画を策定し事業の推進を
図る。

  専門部会名   下水道分科会

　　　　　　　　　　　況

桃　　生　　町

　　４  　普及促進対策に係る助成制度については，既存の制度等を再編し，合併時に新たな制度として
　　　 創設する。
　　　　　なお，各種工事費の補助制度については現行のとおり新市に引き継ぐ。
　　５    排水設備工事指定店の指定手数料については石巻市，牡鹿町の例により合併時に統一する。

北　　上　　町
調整の具体的内容

【北上町特定環境保全
公共下水道】
認可期間平成8年度
～平成19年度
・汚水
計画面積　 　　96ｈａ
計画人口　　 2,600人
計画汚水量　1,130㎥/日

【桃生町流域関連特定
環境保全公共下水道】
認可期間平成8年度
～平成20年度
・汚水
計画面積　 　149ｈａ
計画人口　　 2,960人
計画汚水量　1,180㎥/日

  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

該当なし
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                                     石  巻  地  域  合  併  協  議  会          

  下水道事業の取扱い

該当なし

【流域関連公共下水道】
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　　1,200円
・従量使用料（1㎥につき）

11～20㎥まで　140円
21～50㎥まで  160円
51～200㎥まで 170円
201㎥～　 　　　190円
【農業集落排水事業】
（一般家庭）
・世帯割額(1ヶ月）
　　　　　　　　  1,498円
・世帯員割額（1人につき）

　　　　　　 　 　　392円
（事業所等）
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　  1,498円
・従量使用料（1㎥につき）

11㎥～　 　 　　161円

【鹿又地区農業集落排
水】
計画面積　433.0ｈａ
計画人口　2,700人
計画戸数　　709戸

【本町地区農業集落排
水】
計画面積　　26.0ｈａ
計画人口　　840人
計画戸数　　183戸

該当なし

【和渕地区農業集落排
水】
計画面積　48.2ｈａ
計画人口　2,000人
計画戸数　　385戸

【笈入地区農業集落排
水】
計画面積　　99ｈａ
計画人口　1,850人
計画戸数　　412戸

【定川地区農業集落排
水】
計画面積　129.0ｈａ
計画人口　2,120人
計画戸数　　457戸

  協定項目の名称

該当なし【中道地区農業集落排
水】
計画面積　 77.1ｈａ
計画人口　　910人
計画戸数　　223戸

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

2
　
下
水
道
使
用
料
に
関
す
る
こ
と

協定項目番号 25-25

石　　　巻　　　市
項　目

雄　　勝　　町 河　　南　　町河　　北　　町

【月浦・侍浜漁港漁業
集落排水】

計画人口　　240人
計画戸数　  　48戸

（4）浄化槽
市町村整備
推進事業

該当なし 該当なし

（3）農業・漁
業集落排水
事業

１
　
下
水
道
に
関
す
る
こ
と

(1)下水道使
用料

【流域関連公共下水道】
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　　1,200円
・従量使用料（1㎥につき）

11～50㎥まで　160円
51～200㎥まで 200円
201～500㎥まで230円
501㎥～　 　　　250円

【単独公共下水道】
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　　1,400円
・従量使用料（1㎥につき）

11～30㎥まで　140円
31～60㎥まで  150円
61～100㎥まで165円
101～200㎥まで180円
201㎥～　 　　　195円

該当なし
（平成１８年度制定予定）
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    協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし

【浄化槽市町村整備
推進事業】
事業実施期間　　平
成14年度～平成24年
度
・合併処理浄化槽設
置　　440基
　　　５人槽　　　36基
　　　７人槽  　 346基
　　１０人槽　　　52基

３０人槽 6基

該当なし

  専門部会名

調整の具体的内容
　　　　　　　　　　　況

北　　上　　町桃　　生　　町

該当なし

牡　　鹿　　町

該当なし

  建設部会

該当なし

【特定環境保全公共
下水道】
【浄化槽市町村整備
推進事業】
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　　　1,400
円
・従量使用料（1㎥につ

き）

11㎥～　　　　　150円

【特定環境保全公共
下水道】
・基本使用料(1ヶ月）
　10㎥まで　　　1,200
円
・従量使用料（1㎥につ

き）

11～20㎥まで　120円
21～50㎥まで  130円
51～200㎥まで 140円
201㎥～　　　　160円

  下水道分科会  分科会名

　
　現行のとおり新市に引き継ぎ，段階的
に調整し，合併後５年以内に統一料金と
する。また，農業集落排水事業に係る使
用料については合併後５年以内に公共
下水道との整合性を図る。
　なお，徴収業務については上水道の
料金徴収と合わせて行うよう合併時まで
調整する。
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                                     石  巻  地  域  合  併  協  議  会          

  下水道事業の取扱い  協定項目の名称

雄　　勝　　町河　　北　　町

該当なし
（平成１８年度制定予定）

該当なし
（平成１８年度制定予定）

該当なし
（平成１８年度制定予定）

・一人につき　　　　４㎥
・浴槽一個につき　４㎥
・大便器１個につき３㎥
・小便器１個につき１㎥
・大小両用便器１個に
　　　　　　　　つき　４㎥

【都市計画下水道受益
者負担金に関する条
例】

・一戸当たり　50,000円
　

・毎月徴収

【農業集落排水事業分担金

条例】

・鹿又,本町,和渕地区
　一戸当たり25,000円
・笈入，定川地区
　一戸当たり30,000円

・一使用月分の算出額

該当なし

（4)月の中
途において
使用開始，
休止，廃
止，再開し
た場合の使
用料

（2）特定環
境保全公共
下水道事業

該当なし

該当なし

（5)使用料
の徴収

・毎月徴収

該当なし

【都市計画下水道事業
受益者負担金に関す
る条例】
・負担区の区分に応じ
１㎡当たりの金額に地
積を乗じた額
　第１負担区１㎡当たり
　　　　　　　　　　１９０円
　第２負担区１㎡当たり
　　　　　　　　　　３００円
　第３負担区１㎡当たり
　　　　　　　　　　３６０円

・毎月徴収

該当なし
（平成１８年度制定予定）

【下水道受益者負担金
に関する条例】
・基本額と地積割額に
地積を乗じた額の合計
個人（一戸）
　基本額　　80,000円
　地積割額 200円/㎡
　限度額　300,000円
法人（一法人）
　基本額　240,000円
　地積割額 200円/㎡
　限度額1,500,000円

該当なし

該当なし

該当なし

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

25-25

該当なし 該当なし

該当なし

3
　
受
益
者
負
担
金

(

分
担
金

）
に
関
す
る
こ
と

（3）農業・漁
業集落排水
事業

（１）公共下
水道事業

（4）浄化槽
市町村整備
推進事業

項　目

・使用者の人数及び使
用日数の区分等を勘
案して算出した額

（2)使用水
量算定方法

・一人につき　　　　４㎥
・浴槽一個につき　４㎥
・大便器１個につき３㎥
・小便器１個につき１㎥
・大小両用便器１個に
　　　　　　　　つき　４㎥

2
　
下
水
道
使
用
料
に
関
す
る
こ
と

・一使用月分の算出額

（3)使用水
量認定方法

・使用者の構成人員，
業態，水の使用状況そ
の他の事情を勘案して
認定水量とする。

該当なし

１）上水道のみ使用
　　・上水道使用量

２）上水道以外（井戸水
等）
　　①メーター器あり
　　・使用水量
　　②メーター器なし
　　・認定基準水量
３）上水道、上水道以
外併用
　　・上水道の使用量と
認定基準水量の合算

河　　南　　町

１）上水道のみ使用
　　・上水道使用量
　　　　　　　　　の8割
２）上水道以外（井戸水
等）
　　①メーター器あり
　　・使用水量
　　②メーター器なし
　　・認定基準水量
３）上水道、上水道以
外併用
　　・上水道の使用量と
認定基準水量の合算

該当なし
（平成１８年度制定予定）

協定項目番号

石　　　巻　　　市

１）上水道のみ使用
　　・上水道使用量

２）上水道以外（井戸水
等）

　　①メーター器あり
　　・使用水量

　　②メーター器なし
　　・認定基準水量

３）上水道、上水道以
外併用

　　・上水道の使用量と
認定基準水量の合算
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    協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

桃　　生　　町

  専門部会名

１）上水道のみ使用
　　・上水道使用量

２）上水道以外（井戸
水等）
　　①メーター器あり
　　・使用水量
　　②メーター器なし
　　・認定基準水量
３）上水道、上水道以
外併用
　　・上水道の使用量
と認定基準水量の合
算

  建設部会

北　　上　　町

・毎月徴収

・使用水量５㎥以下の
ときは，基本使用料の
２分の１
・使用水量５㎥以上の
ときは，一使用月分の
算出額

・一使用月分の算出
額

該当なし

該当なし
（平成１６年度制定予定）

１）上水道のみ使用
　　・上水道使用量

２）上水道以外（井戸
水等）
　　①メーター器あり
　　・使用水量
　　②メーター器なし
　　・認定基準水量
３）上水道、上水道以
外併用
　　・上水道の使用量
と認定基準水量の合
算

該当なし
（平成１６年度制定予定）

・一人につき　　　　４
㎥
・浴槽一個につき　４
㎥
・大便器１個につき３
㎥
・小便器１個につき１

該当なし
（平成１６年度制定予定）

【下水道受益者負担金に関

する条例】

・個人及び法人
　　　　　　150,000円

該当なし

【下水道受益者負担
金に関する条例】
・個人及び法人
　　　　　　150,000円

該当なし該当なし

　　　　　　　　　　　況

該当なし

　現行のとおり新市に引き継ぎ，合併後
５年以内に算定基準の統一を図る。ま
た，前納報奨金制度については合併後
５年以内に廃止する。
　なお，負担金の減免，督促手数料，延
滞金については石巻市の例により合併
時に統一する。

該当なし

該当なし

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし

調整の具体的内容

【下水道受益者負担金条

例】

・一戸当たり　60,000
円

・毎月徴収

牡　　鹿　　町

・使用者の使用の態
様を勘案して認定水
量とする。

  下水道分科会  分科会名
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  下水道事業の取扱い

　負担金額に応じて，5
年を超えない期間で分
割し，さらに1年を4期
に分けて徴収する。
4千円未満　1年　1期
4千円以上1万5千円未満
　　　　　　　　1年　４期
1万5千円以上3万円未満
　　　　　　　　3年　12期
3万円以上　5年　20期

　一括納付による前納
報奨金制度なし。

石　　　巻　　　市

3
　
受
益
者
負
担
金

(

分
担
金

）
に
関
す
る
こ
と

【流域関連公共下水
道】
　下水道供用開始区域
に対して翌年度賦課

項　目
　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

河　　北　　町 雄　　勝　　町 河　　南　　町

25-25   協定項目の名称協定項目番号

（5）賦課 【負担金の猶予】
（流域関連公共下水
道）
　・　農地及びこれに準
ずる土地以外の土地
で，住宅等が建築され
ていない土地について
は，住宅等が建築され
るまで徴収を猶予す
る。
　・　農地及びこれに準
ずる土地については，
宅地転用許可の日ま
で徴収を猶予する。
　・　係争地に係る土地
については，判決等係
争事由が解決するまで
徴収を猶予する。

　・　その他町長が特に
必要と認めた土地につ
いては，市長が認定す
る期間まで徴収を猶予
する。

該当なし
（平成１８年度制定予定）

　原則負担金は一括納
付。
　ただし，受益者から分
割納付の申し出があっ
た場合で，その理由を
相当と認めたときは，2
年に分割して徴収でき
る。

該当なし
（平成１８年度制定予定）

該当なし
（平成１８年度制定予定）

　一括納付による前納
報奨金制度なし。

【流域関連公共下水
道】
　下水道供用開始区域
に対して賦課
【農業集落排水事業】
  排水設備新設の承認
申請をした者

該当なし
（平成１８年度制定予定）

　負担金額は，5年で
分割し，さらに1年を4
期に分けて徴収する。

　一括納付による前納
報奨金制度あり。
　報奨金　負担金の全
額を初年度の第1期の
納期まで納付したとき
は，その金額の5％に
相当する額

【単独公共下水道】
　下水道供用開始区域
に対して賦課

【負担金の猶予】
○受益者が当該負担
金を納付することが困
難であり，かつ，その現
に所有し，又は地上権
等を有する土地等の状
況により，徴収を猶予
することが徴収上有利
であると認められる。
　・　農地及びこれに準
ずる土地については，
宅地転用許可の日ま
で徴収を猶予する。
　・　係争地に係る土地
については，判決等係
争事由が解決するまで
徴収を猶予する。

　・　その他市長が特に
必要と認めた土地につ
いては，市長が認定す
る期間まで徴収を猶予
する。

【負担金の猶予】
○受益者が当該負担
金を納付することが困
難であり，かつ，その現
に所有し，又は地上権
等を有する土地等の状
況により，徴収を猶予
することが徴収上有利
であると認められる。
　・　農地及びこれに準
ずる土地については，
宅地転用許可の日ま
で徴収を猶予する。
　・　係争地に係る土地
については，判決等係
争事由が解決するまで
徴収を猶予する。
　

・　その他町長が特に
必要と認めた土地につ
いては，町長が認定す
る期間まで徴収を猶予
する。
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

調整の具体的内容

  下水道分科会

牡　　鹿　　町

【負担金の猶予】
○受益者が現に所有
し，又は権利等を有す
る土地の態様により徴
収を猶予することが徴
収上有利であると認め
られたとき。

　・　農地及びこれに準
ずる土地については，
宅地転用許可の日ま
で徴収を猶予する。
　・　係争地に係る土地
については，判決等係
争事由が解決するまで
徴収を猶予する。
　・　受益者が病気又
は事故等の負傷により
長期療養を必要とする
ときについては，町長
が認定する期間まで徴
収を猶予する。
　
・　その他町長が特に
必要と認めた土地につ
いては，町長が認定す
る期間まで徴収を猶予
する。

【特定環境保全公共下
水道】
　下水道供用開始区域
に対して翌年度賦課

桃　　生　　町

【特定環境保全公共下
水道】
　下水道供用開始区域
に対して翌年度賦課

　　　　　　　　　　　況

  分科会名  専門部会名

該当なし
（平成１６年度制定予定）

【負担金の猶予】
○受益者が分担金を
納入することが困難で
あり，かつ，所有する土
地等の状況により，徴
収を猶予することが徴
収上有利であると認め
られたとき。
　・　農地及びこれに準
ずる土地については，
宅地転用許可の日ま
で徴収を猶予する。
　・　係争地に係る土地
については，判決等係
争事由が解決するまで
徴収を猶予する。
　・　受益者又は受益
者と生計を一にする親
族が病気又は負傷によ
り長期療養を必要とす
るときについては，町
長が認定する期間まで
徴収を猶予する。
　・　その他町長が特に
必要と認めた土地につ
いては，町長が認定す
る期間まで徴収を猶予
する。

　一括納付による前納
報奨金制度あり。
　報奨金　分担金の全
額を初年度の第1期の
納期まで納付したとき
は，その金額の5％に
相当する額

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし
（平成１６年度制定予定）

　分担金額は受益者の
申告により，一括納付
と分割がある。
　分割納付の場合は5
年間の納期を，1年を4
期に分けて徴収する。

　一括納付による前納
報奨金制度なし。

  建設部会

　負担金額は，3年で
分割し，さらに1年を4
期に分けて徴収する。

北　　上　　町
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  下水道事業の取扱い協定項目番号

項　目
石　　　巻　　　市

【督促手数料】
　督促状１通につき
　　　　　　　　200円

河　　北　　町

【負担金の減免】
　・　国又は地方公共
団体が公共の用に供
し，又は供することを予
定している土地につい
ては負担金を徴収しな
いものとする。
　・　国又は地方公共
団体が公用に供し又は
供することを予定して
いる土地にかかる受益
者
　・　国又は地方公共
団体がその企業の用
に供している土地にか
かる受益者
　・　公の生活扶助を受
けている共益者　その
他これに準ずる特別の
事情があると認められ
る受益者
　・　事業のために土
地，物件，労力又は金
銭を提供した受益者

3
　
受
益
者
負
担
金

(

分
担
金

）
に
関
す
る
こ
と

（5）賦課

雄　　勝　　町

該当なし
（平成１８年度制定予定）

河　　南　　町

該当なし
（平成１８年度制定予定）

【負担金の減免】
　・　国又は地方公共
団体が公共の用に供
し，又は供することを予
定しているもの

　・　国及び地方公共
団体がその企業の用
に供しているもの

　・　国又は地方公共
団体が公共の用に供
することを予定している
もの
　・　公の生活扶助を受
けている共益者　その
他これに準ずる特別の
事情があると認めるも
の
　・　前段で掲げるもの
のほか，その状況によ
り特に負担金を減免す
る必要があると認めら
れるもの

【督促手数料】
　督促状１通につき
　　　　　　　　100円

該当なし
（平成１８年度制定予定）

【負担金の猶予】
（流域関連公共下水道
及び農業集落排水事
業）
○受益者について災
害，盗難その他の理由
により，受益者が当該
負担金を納付すること
が困難であるため，徴
収を猶予することがや
むを得ないと認められ
たときは，負担金の徴
収を猶予することがで
きる。

該当なし
（平成１８年度制定予定）

【負担金の猶予】

○受益者について災
害，盗難その他の事故
が生じたことにより，受
益者が当該負担金を
納付することが困難で
あるため，徴収を猶予
することがやむを得な
いと認められたとき，又
はその他町長が特に
必要と認めたとき。

【延滞金】
　　　　年１４．５％

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

【延滞金】
　　　　年１０．９５％

【延滞金】
　　　　年１４．６％

  協定項目の名称25-25

【督促手数料】
　　　な　　し

【負担金の減免】
　・　国又は地方公共
団体が公用に供し又は
供することを予定して
いる土地にかかる受益
者

　・　国又は地方公共
団体がその企業の用
に供している土地にか
かる受益者

　・　国又は地方公共
団体の用に供すること
を予定している土地に
かかる受益者
　・　公の生活扶助を受
けている受益者　その
他これに準ずる特別の
事情があると認められ
る受益者
　・　事業のために土
地，物件，労力又は金
銭を提供した受益者

【負担金の猶予】

○受益者について災
害，盗難その他の事故
が生じたことにより，受
益者が当該負担金を
納付することが困難で
あるため，徴収を猶予
することがやむを得な
いと認められたとき，又
はその他市長が特に
必要と認めたときは，2
年以内の期間で徴収
を猶予する。
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

  分科会名

【督促手数料】
　　　な　　し

  下水道分科会

【負担金の猶予】

○受益者が災害，盗難
その他の事故が生じた
ことにより，受益者が当
該負担金を納付するこ
とが困難であるため，
徴収を猶予することが
やむを得ないと認めら
れたとき。

調整の具体的内容

【延滞金】
　　　　年１４．６％

【延滞金】
　　　　年１４．６％

  建設部会

牡　　鹿　　町桃　　生　　町

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし
（平成１６年度制定予定）

【督促手数料】
　あ　り

【負担金の減免】
　・　国又は地方公共
団体が公用に供し又は
供することを予定して
いる土地については，
負担金を徴収しないも
のとする
　・　国又は地方公共
団体が公共に供し又は
供することを予定して
いる土地にかかる受益
者

　・　国又は地方公共
団体がその企業の用
に供している土地にか
かる受益者
　・　公の生活扶助を受
けている受益者　その
他これに準ずる特別の
事情があると認められ
る受益者
　・　事業のために土
地，物件，労力又は金
銭を提供した受益者
　・　前各号に掲げる受
益者のほか，その状況
により特に負担金を減
免する必要があると認
められる土地に係る受
益者

北　　上　　町

　　　　　　　　　　　況

【分担金の減免】
　・　国又は地方公共
団体が公用に供し又は
供することを予定して
いる土地については，
負担金を徴収しないも
のとする
　・　国又は地方公共
団体が公共に供し又は
供することを予定して
いる土地にかかる受益
者

　・　国又は地方公共
団体がその企業の用
に供している土地にか
かる受益者
　・　公の生活扶助を受
けている受益者　その
他これに準ずる特別の
事情があると認められ
る受益者
　・　事業のために土
地，物件，労力又は金
銭を提供した受益者
　・　前各号に掲げる受
益者のほか，その状況
により特に負担金を減
免する必要があると認
められる土地に係る受
益者

該当なし
（平成１６年度制定予定）

該当なし
（平成１６年度制定予定）

【負担金の猶予】

○災害，盗難その他の
事故が生じたことによ
り，分担金の納付が困
難で，徴収を猶予する
ことがやむを得ないと
認められたとき。

  専門部会名
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  下水道事業の取扱い25-25

河　　北　　町

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

河　　南　　町

(1)公費によ
る私道の整
備対策

石　　　巻　　　市

４
　
普
及
促
進
対
策
に
係
る
助
成
制
度

協定項目番号

項　目

該当なし 【河南町私道内公共下
水道設置要綱】
・設置基準及び条件
　・既に下水道管が埋
設されている，公道ま
たは私道に接続されて
いること。
　・下水道管の設置が
支障なく施行できる私
道であること。

　・設置した下水道管
を利用できる家屋が原
則として２戸以上である
こと。
　・私道の所有者また
は，その他の権利を持
つ者全員が下水道管
の設置に承諾している
こと。
　・設置した下水道管
に維持管理上支障とな
るような行為を行わな
い承諾をすること。
　・下水道管の工事完
了後，原則として，利
用可能戸数の全戸が
速やかに排水設備の
設置を行うこと。

雄　　勝　　町

【河北町私道内公共下
水道設置要綱】
・設置基準及び条件
　・現に通行の用に供
されていること。

　・私道の一端が公共
下水道の設置されてい
る公道に接続されてい
ること。
　・私道の幅員は1.8m
以上で公共下水道を
設置し管理するのに支
障がないこと。
　・公共下水道を利用
する家屋の数が２戸以
上であること。

　・公共下水道工事完
了後，全戸が排水設備
の設置を行うものであ
ること。
　・私道の所有者また
は，その他これに準ず
る権利を有する者，全
員が公共下水道設置
及び維持管理上支障と
なる制限を加えない旨
の承諾していること。
　・私道の所有権，その
他これに準ずる権利の
譲渡に当たって，前号
に規定する要件を新た
な権利者に引き継がれ
ることと承諾しているこ
と。
　・私道の使用期間
は，下水道の存置期間
中とし，使用料は無償
であること。
　・その他，町長が必要
とする要件を備えてい
ること。

【石巻市私道内公共下
水道設置要綱】
・設置基準及び条件
　・既に下水道管が埋
設されている，公道ま
たは私道に接続されて
いること。
　・下水道管の設置が
支障なく施行できる私
道であること。

　・設置した下水道管
を利用できる家屋が原
則として２戸以上である
こと。
　・私道の所有者また
は，その他の権利を持
つ者全員が下水道管
の設置に承諾している
こと。
　・設置した下水道管
に維持管理上支障とな
るような行為を行わな
い承諾をすること。
　・下水道管の工事完
了後，原則として，利
用可能戸数の全戸が
速やかに排水設備の
設置を行うこと。

  協定項目の名称
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

調整の具体的内容
北　　上　　町

　　　　　　　　　　　況

  建設部会

牡　　鹿　　町

  分科会名

桃　　生　　町

  専門部会名

【牡鹿町私道内公共下
水道設置要綱】
・設置基準及び条件
　・既に下水道管が埋
設されている，公道ま
たは私道に接続されて
いること。
　・下水道管の設置が
支障なく施行できる私
道であること。

　・設置した下水道管
を利用できる家屋が原
則として２戸以上である
こと。
　・私道の所有者また
は，その他の権利を持
つ者全員が下水道管
の設置に承諾している
こと。
　・設置した下水道管
に維持管理上支障とな
るような行為を行わな
い承諾をすること。
　・下水道管の工事完
了後，原則として，利
用可能戸数の全戸が
速やかに排水設備の
設置を行うこと。

　既存の制度等を再編し，合併時に新た
な制度として創設する。
　なお，各種工事費の補助制度について
は現行のとおり新市に引き継ぐ。

  下水道分科会

【北上町私道内公共下
水道設置要綱】
・設置基準及び条件
　・現に通行の用に供
されていること。

　・私道の一端が公共
下水道の設置されてい
る公道に接続されてい
ること。
　・私道の幅員は1.8m
以上で公共下水道を
設置し管理するのに支
障がないこと。
　・公共下水道を利用
する家屋の数が２戸以
上であること。

　・公共下水道工事完
了後，全戸が排水設備
の設置を行うものであ
ること。
　・私道の所有者また
は，その他これに準ず
る権利を有する者，全
員が公共下水道設置
及び維持管理上支障と
なる制限を加えない旨
の承諾していること。
　・私道の所有権，その
他これに準ずる権利の
譲渡に当たって，前号
に規定する要件を新た
な権利者に引き継がれ
ることと承諾しているこ
と。
　・私道の使用期間
は，下水道の存置期間
中とし，使用料は無償
であること。
　・その他，町長が必要
とする要件を備えてい
ること。

該当なし
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  下水道事業の取扱い

【河南町生活扶助世帯に
対する水洗便所等設置
費補助金交付要綱】

項　目
　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

石　　　巻　　　市 河　　北　　町 雄　　勝　　町 河　　南　　町

該当なし

【融資額あっせん額】
　・一戸につき100万円
までアパート等は200万
円まで
　　（工事費は額以内
で1万円単位）
　
　

【利率】
　
　（4月1日現在の長期
プライムレート，10月1
日現在で乖離が0.5％
以上になった場合は変
更）
【融資日】
　・随時

【返済方法】
　・元金均等償還
　融資額　　償還回数
30万円以下
　　　　　　　24回以内
30万円超～60万円以下
　　　　　　　36回以内
60万円超～80万円以下
　　　　　　　48回以内
80万円超～100万円以下
　　　　　　　60回以内
100万円超～200万円以下
　　　　　　　60回以内

協定項目番号   協定項目の名称25-25

４
　
普
及
促
進
対
策
に
係
る
助
成
制
度

(2)融資斡旋
及び利子補
給制度

【融資額】
　・一戸につき70万円
以内
　　（工事費の額以内
で1万円単位）
　ただし公共ますから
最下流会合ます等まで
の布設延長が30mを超
え，かつ改造資金が70
万円を超えるものにつ
いては，布設延長が
30mを超えた部分の布
設に要すると認められ
る額を30万円以内で加
算。
【利率】
　・1.5％
　（4月1日現在の長期
プライムレート，10月1
日現在で乖離が0.5％
以上になった場合は変
更）
【融資日】
　・随時
【返済日】
　・毎月７日
【返済方法】
　・元金均等償還
　融資額　　償還回数
　15万円以下
　　　　　　　18回以内
　16万円～20万円
　　　　　　　24回以内
　21万円～30万円
　　　　　　　36回以内
　31万円以上
　　　　　　　48回以内

【利子補給】
　・利子の全額を市から
４半期毎に金融機関に
直接補給する。

【融資額】
　・一戸につき80万円
以内

　
　限度額は排水設備工
事費が80万円を超える
場合は80万円とし80万
円未満の場合には排
水設備工事費額とす
る。

【利率】
　
　（4月1日現在の長期
プライムレート，10月1
日現在で乖離が0.5％
以上になった場合は変
更）
【融資日】
　・随時

【返済方法】
　・元金均等償還
　
　
　　　　　　　60回以内
　
　
　
　

【利子補給】
　・利子の全額を町から
４半期毎に金融機関に
直接補給する。

【河北町生活扶助世帯に
対する水洗便所等設置
費補助金交付要綱】

(3)生活扶助
世帯への補
助制度

【石巻市生活扶助世帯に
対する水洗便所等設置
費補助金交付要綱】

該当なし
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

該当なし

  分科会名

　　　　　　　　　　　況

牡　　鹿　　町北　　上　　町
調整の具体的内容

【融資額】
　・一戸につき70万円
以内
　

【利率】
　・町が全額補給
   （4月1日現在の長期
プライムレート，10月1
日現在で乖離が0.5％
以上になった場合は変
更）
【融資日】
　・随時

【返済方法】
　・元金均等償還
　融資額　　償還回数
　
　　　　　36ヶ月以内
　
　
　
　
　

【利子補給】
　・利子の全額を町から
４半期毎に金融機関に
直接補給する。

該当なし

  専門部会名   建設部会

桃　　生　　町

  下水道分科会

【融資額】
　・一戸につき60万円
以内
　　（工事費は額以内
で1万円単位）

【利率】
　
　（4月1日現在の長期
プライムレート，10月1
日現在で乖離が0.5％
以上になった場合は変
更）
【融資日】
　・随時

　
【返済方法】
　・元金均等償還
　融資額　　償還回数
　60万円以下
　　　　　　毎月1万円
　
　
　
　
　
　

【利子補給】
　・利子の全額を町から
４半期毎に金融機関に
直接補給する。

【北上町生活扶助世帯に
対する水洗便所等設置
費補助金交付要綱】

該当なし
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  下水道事業の取扱い協定項目番号 25-25   協定項目の名称

該当なし

該当なし

項　目

該当なし

(5)浄化槽撤
去費補助

(4)私道内排
水設備設置
工事費補助

該当なし

【河北町私道内排水設備
設置工事費補助金交付
要綱】
・目的
　　公共下水道区域内に
おいて，公共汚水ますか
ら宅地までの私道に設置
する排水設備設置工事
費の補助金を交付するこ
とにより，受益者の負担の
公平を図る。
・補助対象私道
　（１）現に通行の用に供
されていること
　（２）私道の一端が公共
下水道の設置されている
公道に接続していること
　（３）私道の幅員は1.8m
以上であること
　（４）私道の排水設備と
併せて，住宅等の排水設
備の設置を行うものである
こと
・補助金の額
　（１）排水設備工事区間
1mにつき1万円以内とし
実績額が1万円を超えると
きは1万円とする
　（２）工事の方法，工事
見積額等により町長が認
める額

石　　　巻　　　市 河　　北　　町

４
　
普
及
促
進
対
策
に
係
る
助
成
制
度

該当なし 該当なし

該当なし

雄　　勝　　町 河　　南　　町

　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

【北上町私道内排水設備
設置工事費補助金交付
要綱】
・目的
　　公共下水道区域内に
おいて，公共汚水ますか
ら宅地までの私道に設置
する排水設備設置工事
費の補助金を交付するこ
とにより，受益者の負担の
公平を図る。
・補助対象私道
　（１）現に通行の用に供
されていること
　（２）私道の一端が公共
下水道の設置されている
公道に接続していること
　（３）私道の幅員は1.8m
以上であること
　（４）私道の排水設備と
併せて，住宅等の排水設
備の設置を行うものである
こと
・補助金の額
　（１）排水設備工事区間
1mにつき1万円以内とし
実績額が1万円を超えると
きは1万円とする
　（２）工事の方法，工事
見積額等により町長が認
める額

該当なし

  下水道分科会  専門部会名

桃　　生　　町 北　　上　　町 牡　　鹿　　町

  建設部会   分科会名

調整の具体的内容

該当なし

該当なし 【北上町浄化槽撤去補助
金交付要綱】
・目的
　　公共下水道区域内及
び町が主体となって設置
した合併処理浄化槽に排
水設備設置工事を行う場
合，既存の単独浄化槽
（合併含む）撤去費に補
助金を交付することにより
水洗化の向上を図る。
・補助対象
　(1)維持管理業者等によ
り適切に管理されている
浄化槽
　(2)排水設備工事と併せ
て浄化槽の撤去若しくは
廃止とされる浄化槽
・補助金の額
　補助金の額は，30,000
円

該当なし

　　　　　　　　　　　況
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  下水道事業の取扱い

該当なし該当なし該当なし該当なし

河　　南　　町

・新規　  　3,000円
・更新　  　2,000円

・新規　  　2,000円
・更新　  　2,000円

・新規　 　20,000円
・更新　 　10,000円

該当なし ・新規　 　20,000円
・更新　 　10,000円

該当なし

協定項目番号 25-25   協定項目の名称

(6)排水ポン
プ設置補助

石　　　巻　　　市 河　　北　　町 雄　　勝　　町

(1)工事指定
店指定手数
料
（1件あたり）

・新規　 　20,000円
・更新　 　10,000円
・変更　　　5,000円

５

　

排

水

設

備

設

置

工

事

指

定

店

指

定

手

数

料

(2)責任技術
者登録手数
料
（1件あたり）

・新規　  　3,000円
・更新　  　2,000円
・変更　  　1,000円

(7)排水設備
設置補助

項　目
　　　　　        現 　　　　　　　　　　　　　　　　　

４
　
普
及
促
進
対
策
に
係
る
助
成
制
度
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  協  議  事  項  調  整  内  容  総  括  表

【牡鹿町排水設備排水ポ
ンプ設置補助要綱】
・目的
　処理区域内で下水道排
水設備設置工事をしようと
する者に対し，排水設備
排水ポンプ等の設置補助
することにより水洗便所等
の普及促進と環境衛生の
向上を図る。
・補助対象
　公示された日から３年以
内に公共下水道に接続し
ようとする者で，排水ポン
プを設置しなければ下水
を排水できないもの。
・補助の額
　一戸につき２０万円以
内。

該当なし該当なし

　石巻市，牡鹿町の例により合併時に統
一する

該当なし

桃　　生　　町 北　　上　　町 牡　　鹿　　町
調整の具体的内容

  下水道分科会  専門部会名   建設部会   分科会名

・新規　  　3,000円
・更新　  　2,000円
・変更　  　1,000円

・新規　 　20,000円
・更新　 　10,000円

・新規　 　20,000円
・更新　 　10,000円
・変更　　　5,000円

該当なし

・新規　  　3,000円
・更新　  　2,000円

　　　　　　　　　　　況

【北上町合併処理浄化槽
排水設備設置工事費補
助金交付要綱】
・目的
　町が設置する合併処理
浄化槽において，浄化槽
に流入及び流出させるた
めに設置する排水設備設
置工事費の補助金を交
付することにより，受益者
の負担の公平を図る。
・補助対象となる排水設
備
　(1)流入及び流出側の総
延長40ｍを超える排水設
備
　(2)工作物，高低差等が
あり，多額な工事費がか
かる排水設備工事
　(3)その他，町長が特に
認めた排水設備工事
・補助金の額
　（１）排水設備工事区間
1mにつき1万円以内とし
実績額が1万円を超えると
きは1万円とする
　（２）工事の方法，工事
見積額等により町長が認
める額
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使用量 市町名 基本料金 消費税 下水道使用料金合計 改定予定時期

10㎥まで 石 巻 市 1,200 60 1,260 H16改定予定

(１２．５㎥） 河 北 町 1,400 70 1,470

雄 勝 町 該当なし H18制定予定

河 南 町 1,200 60 1,260

桃 生 町 該当なし H16制定予定

北 上 町 1,400 70 1,470

牡 鹿 町 1,200 60 1,260

20㎥まで 石 巻 市 1,200 (20-10)×160 140 2,940

（２５㎥） 河 北 町 1,400 (20-10)×140 140 2,940

雄 勝 町 該当なし

河 南 町 1,200 (20-10)×140 130 2,730

桃 生 町 該当なし

北 上 町 1,400 (20-10)×150 145 3,045

牡 鹿 町 1,200 (20-10)×120 120 2,520

30㎥まで 石 巻 市 1,200 (30-10)×160 220 4,620

（３７．５㎥） 河 北 町 1,400 (30-10)×140 210 4,410

雄 勝 町 該当なし

河 南 町 1,200 (20-10)×140＋(30-20)×160 210 4,410

桃 生 町 該当なし

北 上 町 1,400 (30-10)×150 220 4,620

牡 鹿 町 1,200 (20-10)×120＋(30-20)×130 180 3,885

40㎥まで 石 巻 市 1,200 (40-10)×160 300 6,300

（５０㎥） 河 北 町 1,400 (30-10)×140＋(40-30)×150 285 5,985

雄 勝 町 該当なし

河 南 町 1,200 (20-10)×140＋(40-20)×160 290 6,090

桃 生 町 該当なし

北 上 町 1,400 (40-10)×150 295 6,195

牡 鹿 町 1,200 (20-10)×120＋(40-20)×130 250 5,250

50㎥まで 石 巻 市 1,200 (50-10)×160 380 7,980

（６２．５㎥） 河 北 町 1,400 (30-10)×140＋(50-30)×150 360 7,560

雄 勝 町 該当なし

河 南 町 1,200 (20-10)×140＋(50-20)×160 370 7,770

桃 生 町 該当なし

北 上 町 1,400 (50-10)×150 370 7,770

牡 鹿 町 1,200 (20-10)×120＋(50-20)×130 310 6,610

従量使用料(m3)×従量単価(円)

下水道使用料金試算表(参考資料)

別　紙　（１）

※（　）は河北町の使用水量算定を加味した水量
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石巻市 河北町 雄勝町 河南町 桃生町 北上町 牡鹿町

該当なし なし 該当なし

(1)

75 75 75 75

(2)

75 75 75 75

(3)

75

(4)

25 25 25 25

(5)

50 50 50 50

(6) 公務員宿舎用地

25 25 25 25

(7) 普通財産である土地

0 0

(8)

100 100 100 100

(9)

75 75 75 75

100

(10)

25 25 25 25

100

(11)

100 100 100 100

(12)
100 100 100 100

・道路・公園・河川等公
衆の自由使用に供される
もの

・図書館・公民館・体育
施設・市民会館その他こ
れらに準ずるもの

・文化財である土地・文
化財である建物その他の
工作物保存のための施設
用地

その他の公用財産等

国又は地方公共団体が公
共の用に供することを予
定している土地に係る受
益者

・共葬墓地・霊園・ゴミ
集積所

・国の造幣事業,印刷事
業及び国有林野事業の各
特別会計に属する行政財
産地方公営企業方の適用
を受ける事業に係る土地

生活保護法による保護を
受けている者

・地方公営企業法の適用
を受ける事業に係る土地
のうち水道用の貯水池及
び送水管用地

・国・県・市の普通財産
に係る土地

・裁判所・税務署・警察
署・役所等一般庁舎

・有料公務員宿舎・職員
寮等

警察法務収容施設用地

・小学校・中学校・高等
学校・大学・幼稚園等

社会福祉法第2条に規定
する社会福祉施設用地

・母子寮・老人ホーム・
保育所等

項　　　　目
現　　況　　減　　免　　率

備　　　　考

学校教育法第1条に規定
する学校用地

文化財保護法等により指
定された文化財及び文化
財保存のための施設用地

企業用財産となっている
土地

・拘置所・婦人補導所等

病院用地

・国立病院・公立病院・
これに準じる病院及び診
療所
一般庁舎用地

別　紙　（２）

受益者負担金減免基準（参考資料）
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石巻市 河北町 雄勝町 河南町 桃生町 北上町 牡鹿町
項　　　　目

現　　況　　減　　免　　率
備　　　　考

(13)

認定 認定 認定

(14)

75 75 75 75

(15)

50 75 75 75

(16)

75 75 75 75

(17)

50 50 50 50

100 100 100 100

(18)

75 75 75 75

(19)
100 100 100 100

(20)

100 100 100 100

(20)

100 50

25

(21)
75

25

100

(22)
認定 認定 認定 認定

公衆用道路として使用す
る私道

消防団が所有又は使用す
る消防用機具等の格納に
係る土地

・公共性のある私道で公
道に順ずると首長が認定
したもの。ただし,宅地
延長は除く

・集会所等

事業のため土地・物件・
労力又は金銭を提供した
受益者

学校教育法第1条に規定
する学校で私立学校法第
3条に規定する学校法人
が設置するもので教育の
目的に直接使用している
土地

・提供された土地・物
件・労力又は金銭に対応
する範囲

地域の自治的団体が共用
に供している施設に係る
土地

・墓地

社会福祉法第2条に規定
する事業で同法第22条に
規定する社会福祉法人が
経営する施設用地及びこ
れに類する施設用地

・1の(1)に準ずる

・予備校・簿記学校・珠
算学校・看護学校・洋裁
学校等

学校教育法第82条(2)に
規定する専修学校及び同
法第83条に規定する各種
学校の敷地

・1の(2)に準ずる施設用
地児童福祉法第7条に規
定する施設用地
宗教法人法第2条に規定
する神社・寺院・教会等
の宗教法人が同条本文に
規定する目的のために使
用する土地及びこれに類
する土地

・境内地

・駅舎及びプラットホー
ム

・踏切,駅前広場及び軌
道用地

鉄道用地

その他事情に応じ,特に
減免する必要があると首
長が認めた土地

・送電用鉄塔敷地

・変電所

電気事業法に規定する土
地
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協定項目 25-25 資料 

下水道事業の取扱いについて 

 
１．提案の理由 

下水道事業については，１市６町それぞれ，公共下水道事業，特定環境保全

公共下水道事業，農業・漁業集落排水事業，浄化槽市町村整備推進事業などそ

の事業手法・規模等に違いがありますが，住民の生活環境の改善，水質の保全，

浸水の防止等を図るため，継続して実施している事業です。 
各市町においては，地方公営企業等として，独立採算制を原則としているた

め，下水道使用料，受益者負担金(分担金)の賦課，助成制度などについては，１

市６町それぞれ独自の制度を採用しています。 
このため，合併の際，住民生活に影響を及ぼさないよう十分検討し，新市に

おいて制度の効率的な運用と円滑な統一について調整することが適当と考えら

れます。 
これらを踏まえ，住民の理解を得て事業を推進するためには、新市において

十分検討する必要があり当面，現行のとおり新市に引き継ぐ旨の調整方針とし

ます。 

－６３－ 



２．下水道事業に関する法令（抜粋） 
 
下水道法（昭和 33 年 4 月 24 日法律第 79 号）  

（用語の定義）  
第２条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。 
１ 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは附随する廃

水（以下「汚水」という。）又は雨水をいう。 
２ 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠その他の排水施設（か

んがい排水施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理

施設（屎尿浄化槽を除く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ

施設その他の施設の総体をいう。 
３ 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方

公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続す

るものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠である構造の

ものをいう。 
４ 流域下水道 もっぱら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を

受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、

２以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を

有するものをいう。 
５ 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管

理している下水道（公共下水道及び流域下水道を除く。）で、その規模が政令で定

める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第 27 条の規定により指定

したものをいう。 
６ 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流

するために下水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をい

う。 
７ 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第 9 条第 1 

項の規定により公示された区域をいう。 
８ 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することが

できる地域で、第 9 条第 2 項において準用する同条第 1 項の規定により公示され

た区域をいう。 
 

－６４－ 



 

（管理）  
第３条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものと

する。 
２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、２以上の市町村が受益し、かつ、関係市

町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村

と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことが

できる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじ

めその議会の議決を経なければならない。 
（事業計画の認可）  
第４条 前条の規定により公共下水道を管理する者（以下「公共下水道管理者」とい

う。）は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところ

により、事業計画を定め、国土交通大臣（政令で定める事業計画にあっては、都道

府県知事。第 6 条において同じ。）の認可を受けなければならない。認可を受けた

事業計画の変更（政令で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様と

する。 
２ 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、政令で定める場合を除き、

あらかじめ、保健衛生上の観点からする環境大臣の意見をきかなければならない。 
（事業計画に定めるべき事項）  
第５条 前条第一項の事業計画においては、次の各号に掲げる事項を定めなければな

らない。 
(1) 排水施設（これを補完する施設を含む。）の配置、構造及び能力並びに予定処理

区域 
(2) 終末処理場の配置、構造及び能力又は流域下水道と接続する位置 
(3) 終末処理場以外の処理施設（これを補完する施設を含む。）を設ける場合には、

その配置、構造及び能力 
(4) 工事の着手及び完成の予定年月日 

２ 前項の事業計画の記載方法その他その記載に関し必要な事項は、国土交通省令で

定める   
（使用料） 
第２０条 公共下水道管理者は、条例で定めるところにより、公共下水道を使用する

者から使用料を徴収することができる。 
２ 使用料は、次の原則によって定めなければならない。 
(1) 下水の量及び水質その他使用者の使用の態様に応じて妥当なものであること。 
(2) 能率的な管理の下における適正な原価をこえないものであること。 
(3) 定率又は定額をもつて明確に定められていること。 
(4) 特定の使用者に対し不当な差別的取扱をするものでないこと。 

【省略】 

－６５－ 



浄化槽市町村整備推進事業実施要綱 

第１ 事業の目的 
この事業は、市町村（一部事務組合を含む。以下同じ。）が設置主体となって戸別

（共同住宅にあっては，当該共同住宅１棟をもって１戸とする。以下同じ。）の浄化

槽を特定の地域を単位として整備し，し尿と雑排水（工場排水，雨水その他の特殊な

排水を除く。以下同じ。）を併せて処理することにより，生活環境の保全及び公衆衛

生の向上に寄与することを目的とする。 
第２ 事業の実施主体 
 この事業の実施主体は，市町村とする。 
第３ 事業の内容 

   この事業は，生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域において，地域を単

位として浄化槽の計画的な整備を図るため，市町村が設置主体となって浄化槽の整

備を行うのに必要な費用を助成する事業とする。 
(１) 事業の対象となる地域 

生活排水処理を緊急に促進する必要がある地域とは，次のア又はイのいずれかに

該当する地域であること。 
  ア「水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律（平成６年法律第８号）」第５

条の規定に基づく都道府県計画に定められた浄化槽の整備地域 
イ 下水道法（昭和 33 年法律第 79 号)第 4 条第 1 項の認可又は同法第 25 条の 3 第

1 項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域であって、次の

(ｱ)から(ｹ)のいずれかに該当する地域であること。 
(ｱ) 湖沼水質保全特別措置法（昭和 59 年法律 61 号）第 3 条第 2 項に規定する指定

地域であって環境大臣が適当と認める地域 
(ｲ) 水質汚濁防止法（昭和 45 年法律第 138 号）第 14 条の 2 により指定された地域

（第 5 次水質総量規制対象地域）であって，環境大臣が適当と認める地域 
(ｳ) 水質汚濁防止法第 14 条の７第 1 項に規定する生活排水対策重点地域であって，

環境大臣が適当と認める地域 
(ｴ) 過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第 2 条に規定する過疎

地域であって，環境大臣が適当と認める地域 
(ｵ) 山村振興法（昭和 40 年法律第 64 号）第 7 条第 1 項に規定する振興山村であっ

て，環境大臣が適当と認める地域 
(ｶ) 農業振興地域の整備に関する法律（昭和 44 年法律第 58 号）第 6 条第 1 項の規

定に基づき指定された農業振興地域内の，農業集落排水施設の処理区域周辺とし

て環境大臣が適当と認める地域 
(ｷ) 自然公園法（昭和 32 年法律第 161 号）第 2 条第 1 項に規定する自然公園地域 
(ｸ) 浄化槽による汚水処理が経済的・効率的である地域であって，環境大臣が適当

と認める地域 
(ｹ) 既に事業を実施している地域 

    【省略】 

－６６－ 



３．先進事例 

 

■ 岩国地域合併協議会 

 

■ 萩広域市町村合併協議会 

 
■ 周南市（平成１５年４月２１日合併） 

 
 
 
 
 
 

１ 下水道整備については，現行事業計画を踏まえ，新市において計画的な整備を図る。 
２ 下水道使用料については，当面現行どおりとし，新市において調整する。 
３ 負担金（加入分担金）については，現行どおりとする。 
４ 水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給については，合併時において統一し実

施する。ただし利子補給については，合併時において継続しているものは，現行どお

りとする。 
５ 下水道処理施設等の専用量については，合併時に統一する。 
６ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度については，当分の間現行のどおりとし，

新市において国の基準により統一する。 

１ 公共下水道事業について 

(1) 使用料については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとする。ただし、新た

な施設の供用開始や定期的な料金改定の際には、使用料の算定基準を統一する方向

で調整する。 

(2) 受益者負担金（分担金）については、当分の間現行のとおりとする。 

(3) 水洗便所改造資金融資利子補給補助金については、合併時に制度を創設する。 

(4) 水洗便所改造工事補助金については、合併時に廃止する。 

２ 農業集落排水事業について 

(1) 使用料については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

(2) 加入負担金（分担金）については、当分の間現行のとおりとする。 

３ 特定地域生活排水処理事業について 

(1) 特定地域生活排水処理事業については、現行のとおり新市に引き継ぐ。 

１ 下水道使用料および農業集落排水施設使用料については、新市移行後も当分の間現

行どおりとし、随時調整する。 
２ 下水道受益者負担金制度については、現行のまま新市に引き継ぐこととするが、将

来的には賦課についての検討を行うものとする。（熊毛町、鹿野町は賦課していない。） 

－６７－ 



 
 
■ 南アルプス市（平成１５年４月１日合併） 

 
■ さぬき市（平成１４年４月１日合併） 

 

１ 公共下水道については、基本的には現状のまま新市に引き継ぎ、使用料や助成制度

などはできるだけ統一し、住民の負担増とならないよう可能な限り調整する。 
２ 公共下水道料金については、県の指導基準を基に統一する。 
３ 芦安村だけで実施している農業集落排水事業については、現状のまま新市に引き継

ぐ。 
４ 合併処理浄化槽設置補助金については、現行のまま新市に引き継ぐ。 

１ 公共下水道の負担金等については、負担の公平性の原則から、適正な負担額のあり

方等について検討し、新市に移行後は統一する。 
２ 公共下水道等の使用料については、合併時までに料金表を作成し、新市に移行後は

統一する。ただし、累進制については適正化を図るよう検討する。 
３ 下水道排水設備工事については、新市において下水道排水設備指定工事店規則を定

める。 
４ 合併処理浄化槽設置事業費の負担区分については、合併時に廃止する。 

ただし、管理事業の受託基準については、当面現行のとおりとし、負担の公平性の

原則から、適正な受託料のあり方等について、新市において引き続き検討する。 
５ 合併処理浄化槽設置整備事業補助金については、新たな合併処理浄化槽設置整備 
事業補助金交付要綱を定める。 

６ 水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給については、新たな水洗便所改造資金融 
資斡旋及び利子補給に関する規則を定める。 

７ 下水道事業基金については、新市において設置する。 
８ 水道事業協力金については、新市において下水道の計画区域外からの下水道利用に

係る取扱い要綱を定める。 
９ 私道における下水道の取扱いについては、新市において私道における下水道敷設要

綱を定める。 
 

－６８－ 



石巻地域合併協議会住民懇談会開催要領（案） 
 
１ 開催趣旨 

新市まちづくり計画への住民の意見・意向を反映させるために、新市の将

来像、まちづくりの方向性などを骨子とした「新市まちづくり計画中間案」

の概要を示し、同計画に対する意見・要望を把握するとともに、石巻地域合

併協議会での協議状況を説明し、当地域における市町村合併についての住民

各位の理解を深めていただくために、「石巻地域合併協議会住民懇談会」を

開催する。 
 
２ 主  催 

石巻地域合併協議会及び開催市町の共催とする。 
 
３ 開催日程 

別紙のとおり  
 
４ 懇談会の内容 
 (1)開会あいさつ 
 (2)新市まちづくり計画中間案についての事務局説明 
 (3)協定項目の協議状況についての事務局説明 
 (4)懇談 
 (5)その他 
 
５ 対 応 
(1)協議会 

   開催地選出の協議会委員 
(2)開催市町 

協議会幹事、専門部会長又は部会委員 
 
６ 周知方法 

協議会だより、協議会ホームページ、各市町での広報をはじめ、報道機関

への広報依頼を積極的に行う。 
 
７ 資 料 
(1) 新市まちづくり計画中間案概要版 
(2) 協定項目協議状況説明資料 

－６９－ 



開催地 時間帯 会　　　場 開催地 時間帯 会　　　場
11月25日 火
11月26日 水 北上町 19：00～ 北上町保健医療センター 桃生町 19：00～ 桃生町公民館
11月27日 木 北上町 19：00～ 北上町中央公民館 桃生町 19：00～ 樫崎分館
11月28日 金 北上町 19：00～ 相川生活改善センター

11月29日 土
11月30日 日
12月1日 月 河南町 19：00～ 河南町農村環境改善センター 石巻市 19：00～ 稲井公民館
12月2日 火 河南町 19：00～ 広渕小学校体育館 石巻市 19：00～ 渡波公民館
12月3日 水
12月4日 木
12月5日 金 牡鹿町 13：００～ 網地島長渡分館 雄勝町 18：30～ 雄勝町公民館

※荒天の場合は12／8

牡鹿町 19：００～ 牡鹿町民体育館
12月6日 土 河北町 19：００～ 河北町立大谷地小学校体育館

12月7日 日 河北町 19：００～ 河北町親林交流館（三輪田上）

12月8日 月 牡鹿町（網地島分）予備日 雄勝町 18：30～ 大須小学校
12月9日 火 石巻市 19：00～ 荻浜公民館

12月10日 水 石巻市 19：00～ 中央公民館
12月11日 木 石巻市 19：00～ 蛇田公民館 河北町 19：00～ 大川中学校体育館

12月12日 金 石巻市 18：30～ みなと荘 河北町 19：00～ 河北町総合センター（ビッグバン）

12月13日 土
12月14日 日
12月15日 月
12月16日 火
12月17日 水
12月18日 木
12月19日 金 石巻市 19：00～ 釜会館（学習等共用施設）

12月20日 土
12月21日 日
12月22日 月
12月23日 火
12月24日 水
12月25日 木
12月26日 金

住　民　懇　談　会　日　程

期　　日
１　　班 ２　　班
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第７回 石巻地域合併協議会日程（案） 

 

１ 日  時   平成１５年１１月２７日（木） 午前９時３０分から 

 

２ 場  所   石巻ルネッサンス館 １階 マルチ交流ホール 

 

３ 報告事項 

   報告第  号  石巻地域合併協議会第１小委員会（第３回）について 

    報告第  号  石巻地域合併協議会第２小委員会（第５回）について 

     

４ 協議事項 

協議第 ３ 号の１ 新市の名称について（協定項目３）について 

協議第 ４ 号の１ 新市の事務所の位置（協定項目４）について 

協議第 ６ 号の１ 農業委員会の委員の定数及び任期の取扱い（協定項目８）について 

   協議第２２号の１ 消防防災関係事業の取扱い（協定項目25-6）について 

協議第２３号の１ 障害者福祉事業の取扱い（協定項目25-11）について 

協議第２４号の１ 下水道事業の取扱い（協定項目25-25）について 

 

５ 提案事項 

協議第２５号  町・字の区域及び名称の取扱い（協定項目１８）について 

協議第２６号 慣行の取扱い（協定項目１９）について 

協議第２７号 ごみ処理対策事業の取扱い（協定項目25-17）について 

協議第２８号 環境・衛生関係事業の取扱い（協定項目25-18）について 

協議第２９号 建設関係事業の取扱い（協定項目25-23）について 

協議第３０号 公立学校等の通学区域の取扱い（協定項目25-26）について 

 

６ その他 
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